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諮問庁：国立大学法人新潟大学 

諮問日：平成３０年５月２５日（平成３０年（独情）諮問第２９号） 

答申日：平成３０年１２月１９日（平成３０年度（独情）答申第５４号） 

事件名：特定期間に開催された特定学部教授会の議事概要等の一部開示決定に

関する件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  「２０１７年４月から１１月までに開催された特定学部教授会の議事録，

資料及び音声記録」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，

「平成２９年４月から１１月までに開催された特定学部教授会の議事概要，

資料及び音声記録」（以下「本件対象文書」という。）を特定し，その一

部を不開示とした決定については，別表の４欄に掲げる部分を開示すべき

であり，平成２９年１１月分の特定学部教授会の音声データを対象として

改めて開示決定等をすべきである。   

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年１月１０日付け２

９新大総第６６号により，国立大学法人新潟大学（以下「新潟大学」，

「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処

分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）紙媒体に関する部分について 

ア 法５条１号該当性について 

まず，学生に関する情報について，学生の学籍番号及び氏名を除く

部分についても多くの非公開部分があるが，それが公開されたとし

ても，必ずしも特定の個人が識別され又は識別され得るとは言えな

い。審査請求人としては，特定の個人が識別され又は識別され得る

とされている部分の情報について，黒塗りとなり非公開であるため，

その内容について知る由がなく，その個人識別性の程度についての

立証は不可能である。 

しかし，公開可能な部分が相当部分存在することが推定される。処

分庁及び情報公開・個人情報保護審査会において，公開が可能な部
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分と（仮に存在するならば）公開が不可能な部分とに精緻に区分し，

公開可能な部分については，非公開決定は取り消されるべきである。 

一方，学生に関する情報以外の部分については，処分庁の職員がそ

の職務の遂行として行った教育指導等に係る情報であり，法５条１

号ただし書ハに該当するため，非公開とするのは違法である。 

以上の理由から，法５条１号には該当しない。 

イ 法５条３号該当性について 

仮に，当該部分が公開されたとしても，率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるとはいえず，非公開決定は違法である。 

審査請求人としては，非公開部分について，その内容について知る

由がない。しかし，公開可能な部分が相当部分存在することが推定

される。処分庁及び情報公開・個人情報保護審査会において，公開

が可能な部分と（仮に存在するならば）公開が不可能な部分とに精

緻に区分し，公開可能な部分については，非公開決定は取り消され

るべきである。 

以上の理由から，法５条３号には該当しない。 

ウ 法５条４号該当性について 

本決定においては，多岐にわたり，法５条４号に該当するとして非

公開決定となっている。しかしながら，これら情報が開示されたと

しても，それが事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等

があるとは言えない。 

審査請求人としては，非公開部分について，その内容について知る

由がない。 

しかし，公開可能な部分が相当部分存在することが推定される。処

分庁及び情報公開・個人情報保護審査会において，公開が可能な部

分と（仮に存在するならば）公開が不可能な部分とに精緻に区分し，

公開可能な部分については，非公開決定は取り消されるべきである。 

以上の理由から，法５条４号には該当しない。 

エ 法７条該当性について 

仮に，法５条に該当するとされる場合であっても，処分庁に多額の

税金が投入されているという事実に鑑みれば，その情報の公開は極

めて高い公益性を有するのであるから，法７条によって，裁量的に

開示決定されるべきである。 

（２）音声データについて 

ア 不存在を理由とする非開示について 

１１月の教授会についてのみ，反訳記録（原文ママ）が部分公開の
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対象となり，それ以外については，理由を示さず，非開示となって

いる。 

理由を示さず，非開示とすること自体，そもそも違法である。 

また，１０月分前の音声記録につき，仮に，保存を要しない，ある

いは消去する取扱いであったとしても，本件請求時点において，実

際に消去されていたかどうかは，別の問題である。直ちに，その録

音記録を消去するとは到底考えられず，実際には，これが存在して

いる可能性は極めて高い。法人職員のパソコン，ＩＣレコーダーを

真摯に調査探索し，残存するデータの取得を行ったとも考えられず，

処分庁の開示請求文書の探索が不十分であったという瑕疵があり，

いずれにしても，その決定は違法である。 

イ 音声の不開示について 

音声データについては，理由を示さず，その全部が開示されず，そ

の文字起こしした原稿のみが部分的に開示されている。 

しかしながら，文字起こしした原稿が部分的であれ，開示可能であ

るにもかかわらず，その音声データについては，その全てを非公開

とするのは，理由がなく，論理の一貫性もない。 

仮に法５条所定の該当部分が存在するとするならば，音声データ中，

当該部分のみを非公開とすれば足りるのであって，その全部を非公

開とすることは違法である。 

さらに，理由を示さず，非公開とすることは法に予定されておらず，

この点においても，違法がある。 

ウ 文字起こししたもの中の不開示部分について 

仮に，音声データの非公開が適法であったとしても，その文字起こ

ししたもの中の非公開部分の非公開決定は違法である。 

発言者については，全て非公開とされているが，誰が，発言したの

かということについては，処分庁職員の職務としての発言であり，

それを非公開とする理由はない。また，その外の非開示部分につい

ては，上記（１）の理由がそのまま当てはまるものであるので，こ

れを引用する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

本件に係る開示請求内容は，平成２９年４月から１１月までに開催され

た特定学部教授会の議事録，資料及び音声記録である。 

   これに対し，休会であった平成２９年８月分を除く，７か月分の同会議

の請求対象文書について特定し，部分開示した。 

（１）審査請求に係る開示決定等 

ア 議事録について 
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     本学では議事録を作成していないため議事概要を対象文書として特

定し，以下の記載については不開示とした。 

（ア）個人の氏名等の特定の個人を識別することができる記載 

法５条１号に規定する特定の個人を識別することができるもので

あり，同号ただし書イないしハに掲げる情報に該当しないことから，

不開示とした。 

（イ）入試関係情報 

法５条４号その他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当することから，

不開示とした。 

（ウ）倫理審査関係委員会の委員名等 

法５条４号その他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当することから，

不開示とした。 

（エ）学部改組等の現在検討中のもの 

検討段階における不確定なものであり，公にすることで不当な誤

解を生じさせるおそれがあるため，法５条３号に該当することから，

不開示とした。 

（オ）発言者氏名 

法５条４号その他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当することから，

不開示とした。 

イ 資料について 

上記アと同様の不開示事項に該当するものについて，不開示とした。 

ウ 音声記録について 

音声記録は直近開催の平成２９年１１月分のみを保存していた。 

現存していた１１月分の音声記録を開示することは，発言者の声質

等から，特定個人を識別され，今後，教授会における自由な発言・

議論ができなくなることから，法５条４号その他当該事務又は事業

の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるものに該当することから，不開示とした。 

ただし，当該音声データを文字起こしした原稿について，上記アと

同様の不開示事項に該当するものについては不開示とした上で，部

分開示した。 

なお，平成３０年１月１０日付けの法人文書部分開示決定通知の際，

上記の不開示理由について，記載漏れであった。 

（２）審査請求の趣旨及び理由 

（上記第２の２と同様の内容であるので記載省略） 
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（３）審査請求の理由に対する本学の意見 

ア 紙媒体に関する部分について 

（ア）個人の氏名等の特定の個人を識別することができる記載 

特定の個人を識別することができる記載とは，当該情報に係る個

人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だ

けでなく，当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされる

ことにより，特定の個人を識別することができることとなるもので

ある。このことから，本学教職員以外の個人情報及び本学教職員の

氏名等で開示することにより学生が識別される情報については，法

５条１号に規定する特定の個人を識別することができるものであり，

同号ただし書イないしハに掲げる情報に該当しないことから不開示

とした。 

（イ）学部改組の現在検討中のもの等，法人内部における検討に関する

記載 

学部改組の現在検討中のもの等，法人内部における検討について

は，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれ，大学の自治を阻害されるおそれがあるため，

法５条３号に該当し不開示としている。本学において，不開示の決

定にあたっては，情報公開の趣旨に則り十分に精査・検討を行って

いる。 

なお，当該情報を開示することで，本学の経営上の正当な利益を

害されるおそれがあり，法５条４号トにも該当することから，不開

示とする。 

   （ウ）入試関係情報，発言者氏名等に関する記載 

入試関係情報，発言者氏名等に関する記載については，事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため，法５条４号に

該当し不開示としている。本学において，不開示の決定にあたって

は，情報公開の趣旨に則り十分に精査・検討を行っている。 

（エ）法７条の公益上の理由による裁量的開示 

本件において，法５条各号により不開示とした情報は，個人情報，

大学における審議事項や議論の内容等である。本学では，当該内容

を公にしてまでも上回る公益上の必要性はないと判断する。 

イ 音声データについて 

（ア）本学特定学部教授会の音声記録については，議事概要を作成した

後，消去する扱いであったため，直近開催分の平成２９年１１月分

のみを保有していた。なお，平成３０年１月１０日付けの法人文書

部分開示決定通知の際，上記の不開示理由について，記載しなかっ

た過誤は認める。 
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（イ）何人も開示請求権を有していることから，本件対象文書について，

特定学部教授会構成員が開示請求を行うことも可能である。その場

合，音声データで開示することは，発言者の声質等から，特定個人

を識別され，今後，教授会における自由な発言・議論ができなくな

ることから，法５条４号その他当該事務又は事業の性質上，当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当す

ることから不開示とする。なお，平成３０年１月１０日付けの法人

文書部分開示決定通知の際，上記の不開示理由について，記載しな

かった過誤は認める。 

（ウ）文字起こし原稿の中での発言者について全て不開示とすることに

ついても，同様に今後，教授会における自由な発言・議論ができな

くなることを鑑み不開示とした決定は，維持すべきであると判断す

る。 

（上記ア（ア）ないし（ウ）並びにイ（ウ）の判断に係る該当文書の一

覧は，別表の２欄及び３欄のとおり） 

 以上のことから，平成２９年４月から１１月までに開催された特定学部

教授会の議事録，資料及び音声記録について，原処分は，維持すべきであ

ると判断する。 

 ２ 補充理由説明書 

本件諮問事件について，改めて検討した結果，原処分に係る開示決定通

知書及び理由説明書の記載誤りについて削除及び訂正し，なお不開示を維

持する部分について，不開示理由を追加して説明するものである。 

（１）記載誤りについて 

ア 原処分に係る開示決定通知書について 

（ア）当該通知書の別紙の３３枚目（頁番号３９／４６）の上から６段

目ないし８段目，３４枚目（同４０／４６）の上から１段目，２段

目，４段目，６段目及び７段目並びに３５枚目（同４１／４６）の

上から１段目ないし４段目部分は，不開示部分には当たらず，不開

示部分として記載したことは誤りであるので，削除する。 

（イ）当該通知書の別紙の３２枚目（頁番号３８／４６）ないし３７枚

目（同４３／４６）の「Ｈ２９．１１月特定学部教授会 音声」部

分は，「Ｈ２９．１１月特定学部教授会 音声（文字起こし）」の

誤りであるので，訂正する。 

イ 理由説明書について 

（ア）理由説明書の別紙の６枚目の上から２段目，１０枚目の上から１

段目ないし５段目，７段目，９段目，１０段目及び１２段目ないし

１５段目部分は，不開示部分に当たらず，不開示部分として記載し

たことは誤りであるので，削除する。 
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（イ）理由説明書の別紙の９枚目ないし１２枚目の「Ｈ２９．１１月特

定学部教授会 音声」部分は，「Ｈ２９．１１月特定学部教授会 

音声（文字起こし）」の誤りであるので，訂正する。 

（ウ）理由説明書の別紙の９枚目の上から５段目の不開示部分及び不開

示とする理由欄の「当該音声データを文字起こしした原稿（８７７

～９１２ページ）を開示することは可能」部分は，「当該音声デー

タを文字起こしした原稿（７７７～７９５ページ）を開示すること

は可能」の誤りであるので，訂正する。 

（エ）理由説明書の別紙の９枚目の上から６段目のページ数欄の「８７

７～９１２」部分は，「７７７～７９５」の誤りであるので，訂正

する。 

（２）不開示理由を追加する部分について 

ア 第１１７回教授会資料の「平成３０年度非常勤講師任用計画」につ

いて 

当該部分は，非常勤講師任用計画上の任用予定者の氏名，任用され

た際の担当授業科目名，担当時間数及び前任者の状況に係る情報で

あり，これらが公になると，非常勤講師任用計画確定前の情報が公

となり，関係者の誤解や憶測が生じ，新潟大学における率直な意見

の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるので，

法５条３号を追加する。なお，担当授業科目名部分は，理由説明書

において同条３号及び４号トを追加しているところである。 

イ 第１２０回教授会資料の「特定学部関係行事予定表」のうち大学院

学位論文審査等の日時部分について 

当該部分は，大学院学位論文審査及び卒業・修了判定等の日時に係

る情報であり，当該部分を公にした場合，学生の不正行為等を容易

にすることが可能となり，大学院学位論文審査及び卒業・修了判定

等に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので，法５

条４号柱書きを追加する。 

ウ 第１２０回教授会資料の「特定学部関係行事予定表」のうち入学試

験の合否判定等の日時部分について 

当該部分は，入学試験の合否判定等の日時に係る情報であり，公に

した場合，学生の不正行為や妨害行為等が生じることとなり，適正

な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるので，法５条４号ハ

を追加する。 

エ 文字起こし部分の「特定協会北陸地区会」のうち他大学の状況部分

について 

当該部分は，他大学との協力関係により取り寄せた当該大学の検討

中の内部情報であり，これを公にした場合，今後同様の検討を行う
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際に，他大学からの協力を得ることが困難となり，教授会業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので，法５条４号柱書きを追

加する。 

オ 文字起こし部分の「平成３０年度研究専念期間適用者の選考につい

て」のうち選考対象の教員の氏名等部分について 

当該部分は，選考対象の教員の氏名等であり，個人に関する情報で

あって，法５条１号ただし書イないしハに掲げる情報にも該当しな

いので，同号の不開示理由を追加する。 

カ 文字起こし部分の「教員採用検査受験状況等について」のうち当該

情報の説明部分について 

当該部分は，教員採用試験に係る公となっていない詳細な情報であ

るので，これらを公にした場合，当該受験結果のみをもって新潟大

学学生への先入観を持たれることにより，今後の学生の就職活動等

に影響を及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支援業務等の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きを追加する。 

キ 文字起こし部分の「特定教育委員会」のうち依頼内容部分について 

当該部分は，特定教育委員会からの教員支援員（当該教育委員会所

属教諭の支援を行う非常勤の講師）の派遣依頼に係る機微な情報で

あり，当該部分を公にした場合，既に開示されている部分と照合す

ることにより，他に知られたくない内部事情を推測することが可能

となり，その結果，特定教育委員会との今後の協力関係に影響を及

ぼすこととなり，今後の教員支援員に係る業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きの不開示理由を追加する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成３０年５月２５日 諮問の受理  

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１１日    審議 

④  同年９月２１日    本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年１０月１日    審議 

⑥ 同年１１月２６日   諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑦ 同年１２月１７日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定し，その一部を法５条１号，３号並びに４号及び同号

へに該当するとして，不開示とする決定（原処分）を行った。 

これに対して，審査請求人は，平成２９年１１月分の音声データは理由
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を示さず非開示となっているので違法であり，平成２９年４月から１０月

までの音声記録は保有しているのでその特定を求めるとともに，不開示部

分の開示を求めるとして原処分の取消しを求めているところ，諮問庁は，

不開示理由に法５条４号柱書き，ハ及びトを追加した上で，原処分は妥当

であるとしていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本

件対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検

討する。 

なお，当審査会において，本件開示実施文書を確認したところ，文字起

こし部分の７枚目の上から２２行目部分がマスキング処理されて不開示部

分として扱われていることが認められる。しかしながら，原処分に係る開

示決定通知書の「開示しない部分及び一部を開示しない理由」欄を確認す

ると，これらの部分が不開示部分に含まれることを前提とした記載が見当

たらないことから，原処分においては不開示とされていないものと認める

ほかはなく，したがって，当該部分の不開示情報該当性については判断し

ない。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）審査請求人は，本件開示請求に係る音声記録の特定を求めているとこ

ろ，諮問庁は，理由説明書において，特定学部教授会の音声記録は，議

事概要を作成した後，消去する扱いであったため，直近開催分の平成２

９年１１月分のみを保有している旨説明する。当審査会において，原処

分に係る開示決定通知書を確認すると，平成２９年４月から１０月まで

の特定学部教授会の音声記録及び平成２９年１１月分の特定学部教授会

の音声記録のうち音声データが対象文書として明示されていないことが

認められた（「Ｈ２９．１１月特定学部教授会 音声」との記載は認め

られるが，これが「文字起こし」部分を指すことは補充理由説明書の

（１）ア（イ）及びイ（イ）のとおりである。）。 

この点，諮問庁は，理由説明書において，開示決定通知の際，平成２

９年４月から１０月までの音声記録を保有していないことを記載しなか

ったこと及び平成２９年１１月分の音声データの不開示理由等を記載し

なかったことの過誤を認めるとしている。 

（２）まず，平成２９年１１月分の特定学部教授会の音声記録のうち音声デ

ータについて，諮問庁は，理由説明書において，これを開示することに

より，発言者の声質等から特定個人を識別され，今後，教授会における

自由な発言・議論ができなくなることから，法５条４号その他当該事務

又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるものに該当する旨説明しており，当該音声データは全部不開示

としたものである旨主張していると解される。 

しかしながら，原処分においては，平成２９年１１月分の特定学部教



 

 10 

授会の音声記録として「文字起こし」のみが特定され，音声データにつ

いては，特定されていないものと考えるほかはなく，審査請求人は，当

該音声データを含めた不開示部分の全部の開示を求めていると解される

ことから，当該音声データにつき，改めて開示決定等をすべきである。 

（３）次に，平成２９年４月から１０月までの音声記録の保有の有無につい

て，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，改めて確認させたとこ

ろ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

ア 教授会の議事概要は，本学職員の手書きで取ったメモにより作成し

ているが，手書きメモだけでは確認できない部分があるので，音声記

録を使用しているものである。担当職員は，ＩＣレコーダーを使用し

て録音したものをパソコンに保管することなく，議事概要を作成し，

音声記録が不要となった段階で消去しているものであり，平成２９年

４月から１０月までの音声記録においても，議事概要を作成し，既に

その役割を終えて廃棄しているものである。 

念のため，担当職員の所属する担当部署を探索したものの，当該音

声記録は確認できなかった。 

  イ したがって，当該音声記録は保有していない。 

（４）以上について検討すると，音声記録については，上記（２）の外に本

件開示請求の対象として特定すべき文書については，その存在をうかが

わせる事情も認められないことから，新潟大学においてこれを保有して

いると認めることはできない。  

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 

不開示部分は，別表の１欄に掲げる不開示部分１ないし不開示部分３３

である。 

（１）不開示部分１について 

  ア 不開示部分１は，個人に係る情報であり，①平成２９年度卒業研究

の履修資格判定に係る情報，②学生の休学及び退学等に係る情報，③

平成２９年度特定課程Ａ（特定コースＡ）２年次学生配属決定名簿

（一部変更）に係る情報，④研究生（外国人留学生）の受入れ等に係

る情報，⑤大学間交流協定に基づく交換留学派遣学生の単位認定に係

る情報，⑥学業成績優秀者推薦書に係る情報，⑦特定学部１年生ない

し４年生に係る情報，⑧大学間交流協定に基づく学生の留学に係る情

報，⑨平成２９年度９月卒業に係る情報，⑩平成２９年度科目等履修

生の受入れ等に係る情報，⑪研究生（外国人留学生）の退学に係る情

報並びに⑫新潟大学院特定大学院の学びの特色に係る情報であること

が認められる。 

イ 上記①，③，⑥，⑧及び⑨について 

（ア）上記①，③，⑥，⑧及び⑨は，学生の氏名，在籍番号，学年，所



 

 11 

属，不足単位数，修得単位数，特定職Ａ主免（主として特定職Ａ免

許を取得するコース），特定職Ｂ主免（主として特定職Ｂ免許を取

得するコース），前年次標準修得単位（前年度の年次中に修得して

おくべき標準的な単位数），前年度取得単位数，「優」以上の単位

の割合，留学期間，留学先大学名，指導教員，平成２９年３月６日

の卒業判定時の不足単位，平成２９年度第１学期の修得単位及び判

定結果等であることが認められる。 

（イ）法５条１号本文該当性及び同号ただし書該当性について 

   上記①，③，⑥，⑧及び⑨は，学生の氏名とともに記載されてい

ることから，一体として当該学生に係る法５条１号本文前段に規定

する個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当すると認められ，同号ただし書イないしハに該当する

事情は認められない。 

（ウ）法６条２項による部分開示の可否について 

  ａ 学生の氏名，在籍番号，学年及び所属等について 

    当該部分は，個人識別部分であるから法６条２項の部分開示の

余地はない。 

ｂ 上記①の不足単位数及び修得単位数等部分について 

      当該部分については，上記①は，卒業研究の履修資格判定に係

る情報であることから，当該学生の友人や知人といった一定範囲

の者には，当該学生の特定が可能となることは否定し難く，当該

情報を公にすることにより，他人に知られたくない当該学生の修

得単位等に係る機微な情報が明らかとなって，当該学生の権利利

益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示できな

い。 

ｃ 上記③の特定職Ａ主免及び特定職Ｂ主免部分について 

当該部分については，上記③は，特定課程Ａ（特定コースＡ）

における学生の２年次配属先の変更に係る情報であることから，

当該学生の友人や知人といった一定範囲の者には，当該学生の

特定が可能となることは否定し難く，当該情報を公にすること

により，他人に知られたくない当該学生の配属先変更に係る機

微な情報が明らかとなって，当該学生の権利利益を害するおそ

れがないとは認められないので，部分開示できない。 

    ｄ 上記⑥の前年次標準修得単位，前年度取得単位数及び「優」以

上の単位の割合部分について 

      当該部分については，上記⑥は，学業成績優秀者推薦に係る情

報であることから，当該学生の友人や知人といった一定範囲の者

には，当該学生の特定が可能となることは否定し難く，当該情報
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を公にすることにより，他人に知られたくない当該学生の成績等

に係る機微な情報が明らかとなって，当該学生の権利利益を害す

るおそれがないと認められないので，部分開示できない。       

ｅ 上記⑧の留学期間，留学先大学名及び指導教員等部分について 

      当該部分については，上記⑧は，大学間交流協定に基づく学生

の留学に係る選考情報であることから，当該学生の友人や知人と

いった一定範囲の者には，当該学生の特定が可能となることは否

定し難く，当該情報を公にすることにより，他人に知られたくな

い当該学生の留学に係る選考情報が明らかとなって，当該学生の

権利利益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示

できない。 

ｆ 上記⑨の平成２９年３月６日の卒業判定時の不足単位，平成２

９年度第１学期の修得単位，指導教員及び判定結果等部分につい

て 

      当該部分については，上記⑨は，学生の卒業判定に係る情報で

あることから，当該学生の友人や知人といった一定範囲の者には，

当該学生の特定が可能となることは否定し難く，当該情報を公に

することにより，他人に知られたくない当該学生の成績等に係る

機微な情報が明らかとなって，当該学生の権利利益を害するおそ

れがないとは認められないので，部分開示できない。 

（エ）したがって，上記①，③，⑥，⑧及び⑨は法５条１号に該当し，

不開示としたことは妥当である。 

ウ 上記②について 

（ア）上記②は，学生の休学及び退学等に係る情報であり，（ⅰ）特定

学部教授会資料中の学生の氏名，在籍番号，課程（所属），休学期

間，事由（休学等の事由）及び指導教員等部分並びに（ⅱ）文字起

こし中の当該情報の説明部分並びに司会者及び当該情報の説明者の

氏名等部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，学生の氏名とともに記載されていることから，一

体として当該学生に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当す

ると認められ，また，同号ただし書イないしハに該当する事情は認

められない。 

   次に，法６条２項による部分開示の検討を行うと，学生の氏名，

在籍番号及び課程（所属）は，個人識別部分であるから部分開示の

余地はなく，その余の部分である休学期間，事由（休学等の事由）

及び指導教員等については，上記（ⅰ）は，学生の休学及び退学等
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に係る情報であることから，当該学生の友人や知人といった一定範

囲の者には，当該学生の特定が可能となることは否定し難く，当該

情報を公にすることにより，当該学生の休学等に係る機微な情報が

明らかとなって，当該学生の権利利益を害するおそれがないとは認

められないので，部分開示できない。 

   したがって，上記（ⅰ）は法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，上記（ⅱ）は，既に開示されている議事概要，議

事次第及び特定学部教授会資料等から推認できる情報であるので，

公にすることにより，率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわ

れるおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学

の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記（ⅱ）は法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

エ 上記④について 

（ア）上記④は，研究生（外国人留学生）の受入れ等に係る情報であり

（ⅰ）特定学部教授会資料中の個人の氏名，性別，国籍，最終学歴，

研究期間，研究題目及び指導教員等部分並びに（ⅱ）文字起こし中

の当該情報の説明者の氏名等部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，個人の氏名とともに記載されていることから，一

体として当該個人に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当す

ると認められる。そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対

し，当該個人の氏名の公表慣行について，改めて確認させたところ，

当該個人の氏名は公表慣行がない旨説明する。 

そうすると，上記（ⅰ）は，公表慣行があるとは認められないの

で，法５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該

当する事情も認められない。 

次に法６条２項による部分開示の検討を行うと，個人の氏名，性

別，国籍及び最終学歴等は，個人識別部分であるから部分開示の余
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地はなく，その余の部分である研究期間，研究題目及び指導教員等

については，上記（ⅰ）は，研究生（外国人留学生）の受入れ等に

係る情報であることから，当該個人の友人や知人といった一定範囲

の者には，当該個人の特定が可能となることは否定し難く，当該情

報を公にすることにより，当該個人が研究生受入れ等のための選考

中という機微な情報が明らかとなって，当該個人の権利利益を害す

るおそれがないとは認められないので，部分開示できない。 

    したがって，上記（ⅰ）は法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，上記（ⅱ）は，既に開示されている議事概要，議

事次第等から推認できる情報であるので，上記ウ（ウ）と同様の理

由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

オ 上記⑤について 

（ア）上記⑤は，大学間交流協定に基づく交換留学派遣学生の単位認定

に係る情報であり，（ⅰ）特定学部教授会資料中の学生の氏名，在

籍番号，課程・学年，留学先大学，留学先大学での履修科目，認定

単位及び履修期間等並びに（ⅱ）文字起こし中の司会者，当該情報

の説明者及び発言中の教員の氏名等部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，学生の氏名とともに記載されていることから，一

体として当該学生に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当す

ると認められ，同号ただし書イないしハに該当する事情は認められ

ない。 

次に法６条２項による部分開示の検討を行うと，学生の氏名，在

籍番号及び課程・学年は，個人識別部分であるから部分開示の余地

はなく，その余の部分である留学先大学，留学先大学での履修科目，

認定単位及び履修期間等については，上記（ⅰ）は，大学間交流協

定に基づく交換留学派遣学生の単位認定に係る情報であることから，

当該学生の友人や知人といった一定範囲の者には，当該学生の特定
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が可能となることは否定し難く，当該情報を公にすることにより，

当該学生の単位認定に係る機微な情報が明らかとなって，当該学生

の権利利益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示

できない。 

    したがって，上記（ⅰ）は法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，上記（ⅱ）は，既に開示されている議事概要，議

事次第等から推認できる情報であるので，上記ウ（ウ）と同様の理

由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

カ 上記⑦について 

（ア）上記⑦は，特定学部１年生ないし４年生に係る情報であり，

（ⅰ）特定学部教授会資料中の学生の氏名，在籍番号，学科（課

程），休学歴の有無，休学理由等，在学期間，取得単位数及び指導

教員等部分並びに（ⅱ）文字起こし中の司会者，当該情報の説明者

及び業務連絡を行った者の氏名等部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，学生の氏名とともに記載されていることから，一

体として当該学生に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当す

ると認められ，同号ただし書イないしハに該当する事情は認められ

ない。 

次に法６条２項による部分開示の検討を行うと，学生の氏名，在

籍番号及び学科（課程）は，個人識別部分であるから部分開示の余

地はなく，その余の部分である休学歴の有無，休学理由等，在学期

間，取得単位数及び指導教員等については，上記（ⅰ）は，学生が

取得した単位や休学歴等に係る情報であることから，当該学生の友

人や知人といった一定範囲の者には，当該学生の特定が可能となる

ことは否定し難く，当該情報を公にすることにより，当該学生の取

得単位及び休学等に係る機微な情報が明らかとなって，当該学生の

権利利益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示で
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きない。 

    したがって，上記（ⅰ）は法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，上記（ⅱ）は，既に開示されている議事概要及び

議事次第等から推認できる情報並びに業務連絡にすぎない発言部分

の発言者に係る情報であるので，上記ウ（ウ）と同様の理由により，

法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せず，開示す

べきである。 

キ 上記⑩について 

（ア）上記⑩は，個人の氏名，最終学歴及び履修科目等であることが認

められる。 

（イ）上記⑩は，個人の氏名とともに記載されていることから，一体と

して当該個人に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当すると

認められる。そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，

当該個人の氏名の公表慣行について，改めて確認させたところ，当

該個人の氏名は公表慣行がない旨説明する。そうすると，上記⑩は，

公表慣行があるとは認められないので，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，個人

の氏名及び最終学歴は，個人識別部分であるから法６条２項の部分

開示の余地はなく，その余の部分である履修科目等については，上

記⑩は，平成２９年度科目等履修生の受入れ等に係る情報であるこ

とから，当該個人の友人や知人といった一定範囲の者には，当該個

人の特定が可能となることは否定し難く，当該情報を公にすること

により，当該個人が科目等履修生受入れのための選考中という機微

な情報が明らかとなって，当該個人の権利利益を害するおそれがな

いとは認められないので，部分開示できない。 

    したがって，上記⑩は法５条１号に該当し，不開示としたことは

妥当である。 

ク 上記⑪について 

（ア）上記⑪は，個人の氏名，在籍番号，退学年月，退学の事由及び指
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導教員であることが認められる。 

（イ）上記⑪は，個人の氏名とともに記載されていることから，一体と

して当該個人に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当すると

認められる。そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，

当該個人の氏名の公表慣行について，改めて確認させたところ，当

該個人の氏名は公表慣行がない旨説明する。そうすると，上記⑪は，

公表慣行があるとは認められないので，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，個人

の氏名及び在籍番号は，個人識別部分であるから法６条２項の部分

開示の余地はなく，その余の部分である退学年月，退学の事由及び

指導教員については，上記⑪は，研究生（外国人留学生）の退学に

係る情報であることから，当該個人の友人や知人といった一定範囲

の者には，当該個人の特定が可能となることは否定し難く，当該情

報を公にすることにより，当該個人の退学の事由などの機微な情報

が明らかとなって，当該個人の権利利益を害するおそれがないとは

認められないので，部分開示できない。 

    したがって，上記⑪は法５条１号に該当し，不開示としたことは

妥当である。 

ケ 上記⑫について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

    上記⑫は，新潟大学院特定大学院の拡充案についてまとめた資料

のうち新潟大学教職員，大学院生及び県内の高等学校教員等の写真

部分であり，いずれも個人が識別できる状態で写っている。 

当該写真については公表慣行がないので，法５条１号ただし書イ

に該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情もない。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑫は，特定の個人が識別できる写真であることが認められ

る。 

ｂ 上記⑫は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。

諮問庁は，当該写真の公表慣行はない旨説明することから，同号

ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も

認められず，当該写真は，全体として個人識別部分であると認め

られることから部分開示の余地もない。 

     したがって，上記⑫は法５条１号に該当し，不開示としたこと
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は妥当である。 

（２）不開示部分２について 

ア 不開示部分２は，個人に係る情報であり，①図書室カード番号に係

る情報及び②除籍該当予定者に係る情報であることが認められる。 

イ 上記①について 

（ア）上記①は，図書室の利用カードの番号部分であることが認められ

る。 

（イ）上記①には，特定の個人を識別することができるほどの詳細かつ

具体的な記載及び個人の権利利益を害するような記載は認められな

いので，法５条１号に規定する特定の個人を識別することができる

もの及び特定の個人を識別することはできないが，公にすることに

より，なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当すると

は認められない。 

したがって，上記①は法５条１号に該当せず，開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

上記②は，前期授業料未納者である学生のうち除籍該当予定者の

所属課程ごとの人数部分であり，当該部分が公になると，当該学生

の友人や知人，学内関係者等一定範囲の者には，他の情報と照合す

ることにより，当該学生が特定される可能性があり，これらの者に

他人に知られたくない前期授業料未納及び除籍に係る機微な内容が

明らかとなって，当該学生の権利利益を害するおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記②は，前期授業料未納者である学生のうち除籍該当予定者

の所属課程ごとの人数部分であることが認められる。 

ｂ 上記②は，学生の氏名は記載されていないものの，当該学生の

年次及び所属課程名が記載されているので，当該部分が公になる

と，当該学生の友人や知人，学内関係者等一定範囲の者には，他

の情報と照合することにより，当該学生が特定される可能性があ

り，これらの者に他人に知られたくない前期授業料未納及び除籍

に係る機微な内容が明らかとなって，当該学生の権利利益を害す

るおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

そうすると，上記②は，法５条１号本文後段に規定する特定の

個人を識別することはできないが，公にすることにより，なお

個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当すると認めら

れ，同号ただし書イないしハに該当する事情は認められない。 
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したがって，上記②は法５条１号に該当し，不開示としたこと

は妥当である。 

（３）不開示部分３について 

ア 当該部分は，入学試験関係に係る情報であり，①特定入試に係る情

報，②特定学部入学試験運営委員会議事概要に係る情報，③新潟大学

特定学部入学試験実施に関する申合せに係る情報，④平成３０年度新

潟大学入学者選抜試験欠員補充第２次募集の選抜方法等（案）に係る

情報及び⑤平成３０年度特定学部推薦入試志願状況に係る情報である

ことが認められる。 

イ 上記①について 

（ア）上記①は，特定入試に係る情報であり，（ⅰ）特定学部教授会資

料のうち「平成３０年度新潟大学特定入試日程（案）」中の入学試

験に係る問題作成・輸送・合否判定等に係る日程及び作業内容等部

分，（ⅱ）特定学部教授会資料のうち「平成３０年度新潟大学特定

志願者数」中の男女別志願者数，志願倍率，看護師免許取得者数及

び出身高等学校の県内・県外別人数等並びに（ⅲ）文字起こし中の

上記（ⅱ）に係る情報の説明部分並びに司会者及び当該情報の説明

者の氏名等部分であることが認められる。 

  （イ）上記（ⅰ）について 

  ａ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示

理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のと

おり説明する。 

 上記（ⅰ）は公になっていない入学試験に係る問題作成・輸

送・合否判定等に係る日程及び作業内容等部分であり，これら

を公にした場合，不正行為や妨害行為等が生じることとなり，

適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがある。 

ｂ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

上記（ⅰ）は，入学試験の問題作成・輸送・合否判定等に係る

機微な情報であると認められるので，これを公にした場合，不

正行為や妨害行為等が生じることとなり，適正な入学試験の実

施に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯でき

る。 

したがって，上記（ⅰ）は法５条４号ハに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

ａ 上記（ⅱ）は，平成３０年度の特定入試に係る男女別志願者数，

志願倍率，看護師免許取得者数及び出身高等学校の県内・県外別

人数等（以下「不開示部分Ａ」という。）並びにその下部の不開
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示部分（以下「不開示部分Ｂ」という。）であることが認められ

る。 

また，昨年度（平成２９年度）の特定入試については，原処分

において，不開示部分Ａと同様の情報が既に開示されているこ

とが認められ，不開示部分Ｂは項目名も含めて不開示となって

いることが認められる。 

ｂ 不開示部分Ａについて 

（ａ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示部分Ａの

不開示理由等について，改めて確認させたところ，公にするこ

とにより，今後受験を検討している学生等に影響が生じる可能

性があり，特定入試に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため，法５条４号柱書きに該当するとのことである。 

（ｂ）しかしながら，既に開示されている昨年度（平成２９年度）

の状況の記載内容から特定入試の志願者数の傾向を知ることは

可能であり，当該部分を公にしても，今後受験を検討している

学生等に影響が生じるとまではいえず，特定入試に係る業務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め難い。 

したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当せず，開示

すべきである。 

ｃ 不開示部分Ｂについて 

（ａ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示部分Ｂの

不開示理由等について，改めて確認させたところ，当該部分は

公となっていない詳細な志願状況であり，公にすることにより，

志願傾向が明らかとなり，今後受験を考えている学生等に憶測

等が生じ，これらの憶測等に基づいて学生等が志望大学の選択

及び受験対策を行う可能性があり，その結果，学生等の志望大

学選択及び受験の解答方法等に影響を及ぼすこととなり，適正

な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるので，法５条４

号柱書きに該当するとのことである。 

（ｂ）しかしながら，不開示部分Ｂのうち項目名部分は，志願傾向

が明らかになるほどの記載は認められず，公にすることにより，

適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるとは認めら

れないので，法５条４号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

（ｃ）他方，不開示部分Ｂの項目名部分を除く部分は，詳細な志願

状況であると認められ，公にすることにより，志願傾向が明ら

かとなり，今後受験を考えている学生等に憶測等が生じ，これ

らの憶測等に基づいて学生等が志望大学の選択及び受験対策を

行う可能性があり，その結果，学生等の志望大学選択及び受験
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の解答方法等に影響を及ぼすこととなり，適正な入学試験の実

施に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難

い。 

   したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示

としたことは妥当である。 

（エ）上記（ⅲ）のうち上記（ⅱ）に係る情報の説明部分について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ又は新潟大学

の経営上の正当な利益を害するおそれがあるので，法５条３号及び

４号トに該当する旨説明する。 

 しかしながら，当該部分は，上記（ⅱ）に係る資料の開示部分か

ら推認できる情報であるので，公にすることにより，率直な意見交

換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の

正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

 したがって，当該部分は法５条３号及び４号トのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 

（オ）上記（ⅲ）のうち司会者及び当該情報の説明者の氏名等部分につ

いて 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要，議事

次第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様

の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

上記②は，特定学部入学試験運営委員会議事概要のうち公になっ

ていない入学試験受験票の発送作業の日程部分及び当該作業の担当

者の氏名等部分であり，入学試験受験票の発送作業の日程部分につ

いては，公にすることにより，不正行為や妨害行為等が生じること

となり，当該作業の担当者の氏名等については，公にすることによ
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り，入学試験に係る機密情報を知り得る立場である当該担当者が外

部からの圧力や干渉等の影響を受ける可能性があるので，いずれも

適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記②は，特定学部入学試験運営委員会議事概要に係る情報で

あり，（ⅰ）入学試験受験票の発送作業の日程部分及び（ⅱ）当

該作業の担当者の氏名等部分であることが認められる。 

ｂ 上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，入学試験受験票の発送作業の日程に係る機微な

情報であると認められるので，これを公にした場合，不正行為

や妨害行為等が生じることとなり，適正な入学試験の実施に支

障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，上記（ⅰ）は法５条４号ハに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

ｃ 上記（ⅱ）について 

上記（ⅱ）は，入学試験に係る機密情報を知り得る立場の担当

者の氏名等であると認められるので，これを公にした場合，当

該担当者が外部からの圧力や干渉等の影響を受ける可能性があ

り，適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるとする

諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，上記（ⅱ）は法５条４号ハに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

エ 上記③について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

上記③は，学部の入学試験を実施するための委員会委員等を選任

するための新潟大学特定学部入学試験実施に関する申合せである。 

上記③を公にした場合，入学試験に係る機密情報を知り得る立場

である入試関係の委員会委員等の氏名が明らかとなるので，これら

の者が外部からの圧力や干渉等の影響を受ける可能性があり，適正

な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記③は，学部の入学試験を実施するための委員会委員等を選

任するための新潟大学特定学部入学試験実施に関する申合せであ

ることが認められる。 

ｂ 上記③は，既に開示されている部分と併せることにより，入学

試験に係る機密情報を知り得る立場である入学試験関係の委員会
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委員等の氏名が明らかになると認められるので，当該部分を公に

した場合，当該委員会委員等が外部からの圧力や干渉等の影響を

受ける可能性があり，適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそ

れがあるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

   したがって，上記③は法５条４号ハに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

  オ 上記④について 

（ア）上記④は，平成３０年度新潟大学入学者選抜試験欠員補充第２次

募集の選抜方法等（案）に係る情報であり，（ⅰ）特定学部教授会

資料中の出願資格，出願期間・出願方法，選抜方法等，合格発表日，

入学手続期間及び大学入試センター試験で受験を要する教科・科目

部分並びに（ⅱ）文字起こし中の当該情報の説明部分並びに司会者，

当該情報の説明者，業務連絡を行った者及び当該情報に対する意見

を発言した者の氏名等部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）及び上記（ⅱ）のうち当該情報の説明部分について 

ａ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示

理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のと

おり説明する。 

当該部分は，特定学部教授会資料中の出願資格，出願期間・出

願方法，選抜方法等，合格発表日，入学手続期間及び大学入試

センター試験で受験を要する教科・科目部分並びに文字起こし

中の当該情報の説明部分であり，原処分時点において募集は行

っていない。また，一般入試については，原処分時点において

募集は行っているものの出願期間前である。 

当該部分は，欠員が生じた場合の具体的な選抜方法等であり，

一般入試が募集中であることも併せ考えると，これらを公にし

た場合，今後，当該学部の受験を考えている学生等が，欠員募

集が行われることを視野に入れつつ受験対策を行う可能性があ

り，受験生の解答方法に影響を及ぼすこととなり，適正な入学

試験の実施に支障を及ぼすおそれがある。 

ｂ 当該部分は，欠員が生じた場合の具体的な選抜方法等及びその

説明部分であると認められ，原処分時点において，当該募集が行

われておらず，一般入試については，募集中であるとの諮問庁の

説明も併せ考えると，これらを公にした場合，今後，当該学部の

受験を考えている学生等が，欠員募集が行われることを視野に入

れつつ受験対策を行う可能性について否定できず，その結果，受

験生の解答方法に影響を及ぼすこととなり，適正な入学試験の実

施に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 
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  したがって，当該部分は法５条４号ハに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

（ウ）上記（ⅱ）のうち当該情報に対する意見を発言した者の氏名等部

分について 

ａ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示

理由等について，改めて確認させたところ，当該部分は，上記

（ⅰ）に係る情報に対する主観的な意見を発言した者の氏名等部

分であり，当該部分が公になった場合，当該発言内容が既に開示

されていることから，主観的な意見を発言した者の氏名等が明ら

かとなり，今後の教授会構成員の自由な発言が制約され，教授会

に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとのことで

ある。 

ｂ 当該部分は，主観的な意見を発言した者の氏名等部分であると

認められ，当該発言内容は既に開示されていることが認められる

ことから，当該部分が公になった場合，主観的な意見を発言した

者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由な発言が

制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

  したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示と

したことは妥当である。 

（エ）上記（ⅱ）のうち司会者，当該情報の説明者及び業務連絡を行っ

た者の氏名等部分について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する旨説明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要及び議

事次第等から推認できる情報並びに業務連絡にすぎない発言部分の

発言者に係る情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様の理由に

より，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

カ 上記⑤について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

      上記⑤のうち文字起こし部分を除く部分は，コース・専修ごとの
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志願状況であり，当該部分を公にすると，コース・専修ごとの詳細

な志願状況を分析することにより，コース・専修ごとの難易度を図

ることが可能となり，その結果，受験の志願倍率のみをもって受験

生がコース・専修を選択することとなり，新潟大学が求める人材像

に沿った受験生を得ることが困難となり，適正な入学試験の実施に

支障を及ぼすおそれがあるため法５条４号ハに該当する。 

   また，上記⑤のうち文字起こし部分は，公にすることにより，率

直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該

当する。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑤は，平成３０年度特定学部推薦入試志願状況に係る情報

であり，平成３０年度・平成２９年度特定学部推薦入試のコー

ス・専修ごとの志願状況並びに文字起こし中の当該情報の説明者

の氏名等部分及び志願者数であることが認められる。 

 そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，推薦入

試の志願状況の公表の有無等について，確認させたところ，平

成２９年度入試については，当該推薦入試の志願状況は公表済

みであり，平成３０年度入試については，原処分（平成３０年

１月１０日）前の平成２９年度中に実施され，その実施された

年度の翌年度である同年４月に当該推薦入試の志願状況が公表

予定であり，実際に公表されたとのことである。 

ｂ 上記⑤のうち文字起こし部分を除く部分について 

平成２９年度入試の志願状況については，既に公表されている

情報であり，平成３０年度入試の志願状況については，原処分

前に推薦入試が実施されているので，これらを公にしても，受

験生のコース・専修選択に影響を及ぼすとまでは認められず，

また，将来においても，公にすることにより，受験生のコー

ス・専修選択に影響を及ぼすとまでは認められず，受験の志願

倍率のみをもって受験生がコース・専修を選択することにより，

新潟大学が求める人材像に沿った受験生を得ることが困難とな

り，適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるとは認

められない。 

  したがって，当該部分は法５条４号ハに該当せず，開示すべき

である。 

ｃ 上記⑤のうち文字起こし中の志願者数部分について 

当該部分は，平成３０年度推薦入試の志願状況であり，原処分
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前に推薦入試が実施されているので，公にすることにより，受

験生のコース・専修選択に影響を及ぼすとまでは認められず，

率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ又は新

潟大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認めら

れない。 

  したがって，当該部分は法５条３号及び４号トのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

ｄ 上記⑤のうち文字起こし中の当該情報の説明者の氏名等部分に

ついて 

当該部分は，既に開示されている議事概要，議事次第等から推

認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様の理由に

より，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

（４）不開示部分４について 

ア 当該部分は，特定分野における研究倫理審査委員会（以下「倫理委

員会」という。）に係る情報であり，特定学部教授会議事概要・資料

中の①倫理委員会委員の氏名等に係る情報，②倫理委員会の実施日時

及び場所に係る情報，③倫理委員会に出席したオブザーバー等の氏名

等に係る情報，④陪席者の氏名等に係る情報，⑤倫理委員会議事概要

に係る情報，⑥倫理委員会委員以外の説明者の氏名等に係る情報，⑦

審査に関わる書類一覧，申請・審査の流れに係る資料及び申請書様式

等に係る情報並びに文字起こし中の⑧司会者，倫理委員会に係る情報

の説明者の氏名等及び倫理委員会の審議内容の説明部分に係る情報で

あることが認められる。 

イ そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示部分４

の不開示理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下

のとおり説明する。 

（ア）上記①は，特定分野における直接人を対象とした研究の科学的妥

当性及び倫理的妥当性を審査する倫理委員会委員の氏名等であり，

倫理委員会委員の氏名等は公になっていない。 

倫理委員会は，研究の対象となる個人の人権擁護等に配慮して審

査を行っているものの，申請した研究が倫理委員会の審査により不

承認等となることに納得しない教員が存在する可能性があるので，

倫理委員会委員の氏名等を公にした場合，倫理委員会委員が外部か

らの圧力や干渉等の影響を受ける可能性があり，倫理委員会におけ

る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書

きに該当する。 

（イ）上記②，④，⑥，⑦及び⑧のうち司会者及び当該情報の説明者の
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氏名等部分は，公にすることにより，倫理委員会における業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きに該当す

る。 

（ウ）上記③は，学部長の指名によりオブザーバー等として実質的に，

倫理委員会の審議に加わっている者であるので，上記（ア）と同様

の理由により，倫理委員会における業務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり，法５条４号柱書きに該当する。 

（エ）上記⑤及び⑧のうち倫理委員会の審議内容の説明部分は，倫理委

員会の審議内容が明らかとなる部分であり，各委員の様々な意見の

記載があるので，当該部分が公になると，倫理委員会委員の自由な

意見が制約され，倫理委員会における業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きに該当する。 

ウ 上記①について 

（ア）上記①は，倫理委員会委員の氏名等であることが認められる。 

（イ）上記①は，申請した研究が倫理委員会の審査により不承認等とな

ることに納得しない教員が存在する可能性があることを踏まえると，

倫理委員会委員の氏名等を公にした場合，倫理委員会委員が外部か

らの圧力や干渉等の影響を受け，倫理委員会における業務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，上記①は法５条４号柱書きに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

エ 上記②について 

（ア）上記②は，倫理委員会の実施日時及び場所部分であることが認め

られる。 

なお，当審査会において，本件開示実施文書を確認したところ，

倫理委員会の実施日時のうち第１１６回特定学部教授会議事概要の

２枚目の下から９行目の左側部分及び８行目部分がマスキング処理

されて不開示部分として扱われていることが認められる。しかしな

がら，原処分に係る開示決定通知書の「開示しない部分及び一部を

開示しない理由」欄を確認すると，これらの部分が不開示部分に含

まれることを前提とした記載が見当たらないことから，原処分にお

いては不開示とされていないものと認めるほかはなく，したがって，

当該部分の不開示情報該当性については判断しない。 

（イ）上記②は，倫理委員会の実施日時及び場所にすぎないので，当該

部分が公になったとしても，倫理委員会における業務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 



 

 28 

オ 上記③について 

（ア）上記③は，倫理委員会に出席したオブザーバー等の氏名等である

ことが認められる。 

（イ）当該オブザーバー等は，学部長の指名により，実質的に倫理委員

会の審議に加わっている事情を踏まえると，上記③は，上記ウ

（イ）と同様の理由により，法５条４号柱書きに該当し，不開示と

したことは妥当である。 

カ 上記④について 

（ア）上記④は，陪席者の氏名等であることが認められる。 

（イ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，倫理委員会における

当該陪席者の役割等について，確認させたところ，当該陪席者は，

飽くまで陪席者としての立場であり，倫理委員会の審議に影響を及

ぼすような権限はないとのことである。 

そうすると，上記④は，公にすることにより，倫理委員会におけ

る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記④は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

キ 上記⑤について 

上記⑤は，倫理委員会議事概要に係る情報であり，各倫理委員会委

員の様々な意見の記載が認められることから，これが公になると，

倫理委員会委員の自由な意見が制約され，倫理委員会における業務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は首

肯できる。 

したがって，上記⑤は法５条４号柱書きに該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

ク 上記⑥について 

（ア）上記⑥は，倫理委員会委員以外の説明者の氏名等であることが認

められる。 

なお，当審査会において，本件開示実施文書を確認したところ，

倫理委員会委員以外の説明者の氏名等のうち第１１６回特定学部教

授会議事概要の２枚目の下から９行目の右側部分がマスキング処理

されて不開示部分として扱われていることが認められる。しかしな

がら，原処分に係る開示決定通知書の「開示しない部分及び一部を

開示しない理由」欄を確認すると，これらの部分が不開示部分に含

まれることを前提とした記載が見当たらないことから，原処分にお

いては不開示とされていないものと認めるほかはなく，したがって，

当該部分の不開示情報該当性については判断しない。 

（イ）上記⑥は，教授会において倫理委員会開催の概要を説明する倫理
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委員会委員以外の者の氏名等であり，当審査会事務局職員をして，

諮問庁に対し，倫理委員会における当該者の役割等について，確認

させたところ，当該者は，倫理委員会委員ではないので，倫理委員

会の審議に影響を及ぼすような権限はないとのことである。 

そうすると，上記⑥は，公にすることにより，倫理委員会におけ

る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記⑥は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

ケ 上記⑦について 

（ア）上記⑦は，審査に関わる書類一覧，申請・審査の流れに係る資料

及び申請書様式等であることが認められる。 

（イ）上記⑦は，一般的な申請に関わる文書であり，倫理委員会におけ

る業務の適正な遂行に支障を及ぼすほどの機微な情報とは認められ

ないので，公にすることにより，倫理委員会における業務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記⑦は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

コ 上記⑧について 

（ア）上記⑧は，文字起こし中の（ⅰ）司会者の氏名等，（ⅱ）倫理委

員会に係る情報の説明者の氏名等及び（ⅲ）倫理委員会の審議内容

の説明部分であることが認められる。 

（イ）上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，司会者の氏名等部分であり，当審査会事務局職員

をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由等について，改めて

確認させたところ，公にすることにより，率直な意見交換や意思決

定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるの

で，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当する旨説明する。 

しかしながら，上記（ⅰ）は，既に開示されている議事概要，議

事次第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同

様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

（ウ）上記（ⅱ）について 

上記（ⅱ）は，倫理委員会に係る情報を説明する倫理委員会委員

の氏名等であると認められるので，上記ウ（イ）と同様の理由によ

り，法５条４号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（エ）上記（ⅲ）について 

上記（ⅲ）は，倫理委員会の審議内容に係る資料の説明部分であ



 

 30 

ると認められるので，上記キと同様の理由により，法５条４号柱書

きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５）不開示部分５について 

ア 当該部分は，人事選考に係る情報であり，①教員定員の配置に係る

情報及び②教員選考の結果に係る情報であることが認められる。 

イ そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示部分５

の不開示理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下

のとおり説明する。 

新潟大学では，各教員所属組織において教員を採用等する場合，そ

れぞれの組織から全学教員定員調整委員会に教員定員配置の発議

（教員定員の要求）を行い，同委員会において承認される必要があ

る。 

不開示部分５は，教員人事に係る選考中の情報であり，上記①は，

各教員所属組織から全学教員定員調整委員会へ教員定員の要求を行

い，承認された職名等であり，上記②は，全学教員定員調整委員会

からの教員人事の選考過程の報告部分である。 

いずれの部分においても，職名（採用された際の職名），分野及び

採用予定である者の現在の所属機関名の記載があり，いずれも公に

なっていない人事管理情報であるので，これらが外部に知られると，

教員の選考業務に影響が生じ，公正かつ円滑な人事の確保に支障を

来すおそれがある。 

ウ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）不開示部分５は，人事選考に係る情報であり，職名，分野及び採

用予定である者の現在の所属機関名であることが認められる。 

（イ）当該部分は，公になっていない人事管理情報であるので，公にす

ることにより，教員の選考業務に影響が生じ，公正かつ円滑な人事

の確保に支障を来すおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，当該部分は法５条４号ヘに該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

（６）不開示部分６について 

ア 当該部分は，組織改組等に係る情報であり，①平成３１年度大学院

抜本的改組検討ＷＧに係る情報，②現社研ＷＧに係る情報，③大学改

革・大学評価委員会教育組織改組検討部会に係る情報，④総合大学に

おける教員養成タスクフォースに係る情報，⑤新潟大学の大学院教育

改革についての基本方針（案）に係る情報，⑥大学改革・大学評価委

員会学系再編委員会に係る情報，⑦新潟県小学校教員採用占有率（目

標値と達成値に係る情報）に係る情報，⑧拡大整備計画委員会に係る

情報，⑨教職課程コアカリキュラム（案）に係る情報，⑩入試制度改
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革に関する各学部の実情調査（ヒアリング）に係る情報，⑪カリキュ

ラム検討委員会に係る情報，⑫国立教員養成大学・学部，大学院，附

属学校の改革に関する有識者会議報告書に係る情報，⑬新潟大学特定

研究科特定専攻拡充案に係る情報及び⑭他大学との連携に係る情報で

あることが認められる。 

イ 上記①ないし⑧について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

      上記①は，大学院改組に係る情報であり，上記②は，大学院改組

の課題整理等に係る情報であり，上記③は，教育組織改組に係る情

報であり，上記④は，カリキュラム変更に係る情報であり，上記⑤

は，大学院教育改革の方向性及び人材養成プログラム等に係る情報

であり，上記⑥は，学系（教員の所属組織）再編に係る情報であり，

上記⑦は，新潟県・市の特定職Ａ採用の占有率（新潟大学出身の学

生が占める割合）目標達成に向けた施策に係る情報であり，上記⑧

は，特定職Ｃ免許状の課程認定（文部科学省へ教職課程の申請を行

い認定を受けるもの）等の課題整理に係る情報であり，いずれも審

議中の未成熟な情報である。 

このような未成熟な情報を公にした場合，関係者の誤解を招き，

新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

     ａ 上記①ないし⑥及び⑧は，いずれも審議中の情報であることが

認められることから，これらを公にした場合，関係者の誤解を

招き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれがあるとする諮問庁の説明は

首肯できる。 

したがって，上記①ないし⑥及び⑧は法５条３号に該当し，同

条４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

ｂ しかしながら，上記⑦は，既に開示されている部分から推認で

きる情報であると認められるので，公にすることにより，関係者

の誤解を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の

正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記⑦は法５条３号及び４号トのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 



 

 32 

ウ 上記⑨について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

    教職課程コアカリキュラムは，文部科学省が法令等に基づき全国

全ての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を示すために

作成するものであり，当該不開示部分は，文部科学省による教職課

程コアカリキュラム（案）のパブリックコメント募集に対し，新潟

大学特定学部がまとめたパブリックコメントを提出するための論点

メモ部分である。 

    原処分時において，教職課程コアカリキュラムは文部科学省によ

り公表されているものの，当該不開示部分は新潟大学におけるコア

カリキュラムの考え方に係る情報であるので，当該部分を公にした

場合，今後の特定学部特定課程Ａのカリキュラム検討の際に，関係

者の誤解や憶測を招き，カリキュラム案の策定・改善を検討してい

るカリキュラム検討委員会や教授会構成員等における率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

   ａ 上記⑨は，教職課程コアカリキュラムに係る論点メモ部分及び

特定出版社の記事部分であることが認められる。 

   ｂ 上記⑨のうち下記ｃを除く部分について 

当該部分は，新潟大学におけるコアカリキュラムの考え方に係

る情報であると認められ，当該部分を公にした場合，今後の特

定学部特定課程Ａのカリキュラム検討の際に，関係者の誤解や

憶測を招き，カリキュラム検討委員会や教授会構成員等におけ

る率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

 したがって，当該部分は法５条３号に該当し，同条４号トに

ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

  ｃ 特定出版社の記事部分について 

当該部分の不開示理由等について，当審査会事務局職員をして，

諮問庁に対し，改めて確認させたところ，当該記事部分には，

新潟大学におけるコアカリキュラムの考え方は記載されていな

いものの，教職課程コアカリキュラムに係る論点メモ部分と関

連している記事であるので，不開示にしたとのことである。 

   しかしながら，当該部分は，特定出版社の記事であり，新潟

大学の考え方を連想させるような記載は認められないので，公

にすることにより，カリキュラム検討委員会や教授会構成員等
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における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害する

おそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条３号及び４号トのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

エ 上記⑩について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

    上記⑩は，今後の入試制度改革について検討を行うため入試の実

情や考え方について各学部へ調査するものであり，入試制度改革に

係る調査事項案が記載されているだけでなく，具体的な検討内容や

改革の考え方等が例示されているので，公にした場合，関係者の誤

解や憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

  ａ 上記⑩は，入試の実情や考え方についての調査事項案であるこ

とが認められる。 

ｂ 上記⑩のうち下記ｃを除く部分は，入試改革に係る調査事項案

であり，当該調査事項案に関連する具体的な検討内容や改革の考

え方等の記載が認められるので，当該部分を公にした場合，関係

者の誤解や憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとする諮

問庁の説明は否定し難い。 

 したがって，当該部分は法５条３号に該当し，同条４号トに

ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ｃ 上記⑩に係る資料の上から２行目ないし１１行目部分は，当該

調査事項に関連する具体的な検討内容や改革の考え方等の記載は

なく，入試改革に係る検討情報とは認められないので，公にする

ことにより，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正

当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条３号及び４号トのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

オ 上記⑪について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 
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  上記⑪のうち文字起こし部分を除く部分は，カリキュラムに関

する審議中の情報であることから，公にした場合，関係者の誤解や

憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるので，法５条３号及び４

号トに該当し，文字起こし部分は，これらのおそれに加え，事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれもあるので，同号柱書きに該当す

る。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑪は，カリキュラム検討委員会に係る情報であり，カリキ

ュラム変更案及び今後の検討スケジュール案並びに文字起こし中

の司会者及び当該情報の説明者の氏名等であることが認められる。 

ｂ 上記⑪のうち文字起こし部分を除く部分は，審議中の未成熟な

情報であると認められるので，公にした場合，関係者の誤解を招

き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯で

きる。 

したがって，当該部分は法５条３号に該当し，同条４号トにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ｃ 上記⑪のうち文字起こし部分は，既に開示されている議事概要，

議事次第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）

と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

カ 上記⑫について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

文部科学省による「国立教員養成大学・学部，大学院，附属学校

の改革に関する有識者会議」報告書が取りまとめられたことを受け

て，教員養成学部を置く各国立大学と文部科学省との間で意見交換

を行うこととなった。 

上記⑫は，本部執行部及び特定学部関係者が作成した当該意見交

換に係る資料，当該資料を作成するための検討段階の資料及び文字

起こし中の検討内容部分である。上記⑫は，新潟大学における教員

養成機能の強化に関する審議中の情報であり，公にした場合，関係

者の誤解や憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑫は，（ⅰ）国立教員養成大学・学部と文部科学省の意見
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交換日程表に係る情報（新潟大学の日程を除く。），（ⅱ）新潟

大学における教員養成機能の強化等に係る情報，（ⅲ）文部科学

省との意見交換までに整えるべき事項，（ⅳ）文字起こし中の文

部科学省との意見交換に出席した者の職名並びに（ⅴ）文字起こ

し中の学部改組及び入学試験改革に係る情報であることが認めら

れる。 

ｂ 上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，文部科学省との意見交換に出席する大学名及び

意見交換日時であり，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対

し，当該部分の不開示理由等について，確認させたところ，公

にすることにより，関係者の誤解や憶測を招き，新潟大学にお

ける率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するおそ

れがあるとのことである。 

しかしながら，上記（ⅰ）は，文部科学省との意見交換に出席

する大学名及び意見交換日時にすぎないので，公にすることに

より，関係者の誤解や憶測を招き，新潟大学における率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは

認められない。 

したがって，上記（ⅰ）は法５条３号及び４号トのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

ｃ 上記（ⅱ），（ⅲ）及び（ⅴ）について 

当該部分は，新潟大学における教員養成機能の強化等に係る審

議中の情報であると認められるので，公にした場合，関係者の

誤解や憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとする諮

問庁の説明は首肯できる。 

  したがって，当該部分は法５条３号に該当し，同条４号トにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ｄ 上記（ⅳ）について 

上記（ⅳ）は，文部科学省との意見交換に出席した者の職名に

すぎないので，公にすることにより，関係者の誤解や憶測を招

き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な

利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記（ⅳ）は法５条３号及び４号トのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 
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キ 上記⑬について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

当該部分は，新潟大学特定研究科特定専攻（特定大学院）の拡充

案に関する情報，文字起こし中の当該情報の説明者，専任教員の配

置案及び特定大学院のスケジュール部分であり，いずれも審議中の

情報である。当該情報を公にした場合，関係者の誤解や憶測を招き，

新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑬は，特定学部教授会資料中の（ⅰ）新潟大学特定研究科

特定専攻の拡充案（特定大学院）に係る情報並びに文字起こし中

の（ⅱ）司会者，当該情報の説明者，当該情報に対する意見を発

言した者及び発言中の教員の氏名等，（ⅲ）専任教員の配置案，

（ⅳ）特定大学院改組のスケジュール部分，（ⅴ）単位数（特定

大学院の専任教員が学部教育を担当できる単位の上限数）及び

（ⅵ）他大学の状況であることが認められる。 

ｂ 上記（ⅰ）について 

上記（ⅰ）は，新潟大学特定研究科特定専攻（特定大学院）の

拡充に係る審議中の情報であると認められるので，公にした場

合，関係者の誤解や憶測を招き，新潟大学における率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが

あるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

  したがって，上記（ⅰ）は法５条３号に該当し，同条４号トに

ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ｃ 上記（ⅱ）のうち司会者及び当該情報の説明者の氏名等部分に

ついて 

当該部分は，司会者及び上記（ⅰ）に係る情報の説明者の氏名

等であり，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部

分の不開示理由等について，改めて確認させたところ，公にす

ることにより，率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれ

るおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大

学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるので，法５条３

号並びに４号柱書き及びトに該当する旨説明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要，議

事次第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）

と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのい
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ずれにも該当せず，開示すべきである。 

ｄ 上記（ⅱ）のうち当該情報に対する意見を発言した者の氏名等

について 

（ａ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開

示理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下

のとおり説明する。 

   当該部分は，上記（ⅰ）に係る情報に対する主観的な意見を

発言した者の氏名等であり，当該部分が公になった場合，当該

発言内容が既に開示されていることから，主観的な意見を発言

した者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由な

発言が制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある。 

（ｂ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

当該部分は，主観的な意見を発言した者の氏名等部分である

と認められ，当該発言内容が既に開示されていることが認めら

れることから，当該部分が公になった場合，主観的な意見を発

言した者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由

な発言が制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

   したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，同条３

号及び４号トについて判断するまでもなく，不開示としたこと

は妥当である。 

ｅ 上記（ⅱ）のうち発言中の教員の氏名等について 

  当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示

理由等について，改めて確認させたところ，文字起こし部分の２

枚目の上から３２行目及び３枚目の上から１行目部分は，教科教

育（学部における教育）を行う教員の氏名等であり，文字起こし

部分の３枚目の上から８行目部分は，氏名等が記載されている経

緯が不明であるものの，公にすることにより，新潟大学における

率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な

利益を害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及

びトに該当するとのことである。 

  しかしながら，当該部分は，教科教育（学部における教育）を

行う教員及び文字起こし部分に記載されている経緯が不明である

者の氏名等にすぎないので，公にすることにより，率直な意見交

換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害する
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おそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

ｆ 上記（ⅲ）及び（ⅳ）について 

（ａ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開

示理由等について，改めて確認させたところ，上記（ⅲ）は，

特定研究科特定専攻（特定大学院）の拡充に伴い新たに配置す

る専任教員数部分であり，上記（ⅳ）は，特定大学院改組のス

ケジュール部分であり，いずれも審議中の情報であり，公にす

ることにより，関係者の誤解や憶測を招き，新潟大学における

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれがあるとのことである。 

（ｂ）当該部分は，審議中の情報であると認められることから，上

記ｂと同様の理由により，法５条３号に該当し，同条４号トに

ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ｇ 上記（ⅴ）について 

     当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示

理由等について，改めて確認させたところ，当該部分は，特定

大学院の専任教員が学部教育を担当できる単位数の上限である

とのことであるが，不開示とする具体的な説明を得ることはで

きなかった。 

  そうすると，公にすることにより，関係者の誤解や憶測を招き，

新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害

するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記（ⅴ）は法５条３号及び４号トのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

ｈ 上記（ⅵ）について 

（ａ）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開

示理由等について，改めて確認させたところ，当該部分は，他

大学の状況部分であり，当該部分を公にした場合，既に開示さ

れている部分と照合することにより，誤解や憶測を招く可能性

があり，この誤解や憶測により，当該大学の入学試験や就職等

に影響を及ぼすこととなり，当該大学の経営上の正当な利益を

害するおそれがあるため，法５条４号トに該当する旨説明する。 

（ｂ）上記（ⅵ）は，他大学の状況部分であり，当該部分を公にし

た場合，既に開示されている部分と照合することにより，誤解

や憶測を招く可能性について否定できず，その結果，当該大学
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の入試や就職等に影響を及ぼすこととなり，当該大学の経営上

の正当な利益を害するおそれがあるとする諮問庁の説明は否定

し難い。 

   したがって，上記（ⅵ）は法５条４号トに該当し，同条３号

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ク 上記⑭について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

  上記⑭は，文字起こし中の他大学との連携を踏まえた学部改組

等に係る審議中の情報であるので，公にした場合，関係者の誤解や

憶測を招き，新潟大学における率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

ａ 上記⑭は，文字起こし中の他大学との連携を踏まえた学部改組

等に係る情報であると認められる。 

ｂ 上記⑭は，審議中の情報であると認められるので，公にした場

合，関係者の誤解を招き，新潟大学における率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとする

諮問庁の説明は首肯できる。 

  したがって，上記⑭は法５条３号に該当し，同条４号トについ

て判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（７）不開示部分７について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

   当該部分は，特定課程Ａ全学生の必修講義である平成２９年度特定

学部特定演習日程表のうち当該演習の成績評価など学生に公表して

いない情報である。これらの情報は，学生に知られたくない成績評

価に係る内部情報であるので，公にすることにより，当該情報が明

らかとなり，学生の不正行為等を容易にするだけでなく，学生に対

して誤解や憶測が生じることとなり，当該演習の取組に影響を及ぼ

し，当該演習の成績評価に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあり，法５条４号柱書きに該当する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，平成２９年度特定学部特定演習日程表のうち①成績

評価に係る情報及び②会議の日程に係る情報であることが認められ

る。 
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（イ）上記①は，学生に知られたくない成績評価に係る内部情報である

と認められるので，公にすることにより，当該情報が明らかとなり，

学生の不正行為等を容易にするだけでなく，学生に対して誤解や憶

測が生じることとなり，当該演習の取組に影響を及ぼし，当該演習

の成績評価に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

する諮問庁の説明は首肯できる。 

   したがって，上記①は法５条４号柱書きに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

（ウ）上記②は，会議の日程部分であり，当審査会事務局職員をして，

諮問庁に対し，当該部分の不開示理由等について，改めて確認させ

たところ，当該演習の状況を報告するための会議の日程部分であり，

学生には公表していない事項であるので，不開示にしたとのことで

ある。 

   しかしながら，上記②は，公表していないとしても，これを公に

することにより，学生の不正行為等を容易にし，学生に対して誤解

や憶測が生じるとは考えられず，当該演習の取組に影響を及ぼし，

当該演習の成績評価に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとは認められない。 

    したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

（８）不開示部分８について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

当該部分は，全国の特定分野系の学部長が出席する全国国立大学法

人特定分野系学部長会議に係る情報であり，各国立大学の検討中の

情報や様々な意見等である。当該情報が公になった場合，今後，同

会議において，出席者は具体的な発言をちゅうちょし，適切な発言

をすることができなくなるので，同会議の業務が停滞し，新潟大学

を含めた各国立大学における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，全国国立大学法人特定分野系学部長会議における各

大学の意見等部分であることが認められる。 

（イ）当該部分は，各大学の検討中の情報や様々な意見等であると認め

られるので，当該部分を公にすると，今後，上記会議において，出

席者の発言が制約されるなど，上記会議の業務が停滞し，新潟大学

を含めた各国立大学における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ



 

 41 

れがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

（９）不開示部分９について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

特定協会は，国立大学法人のうち特定分野に関する教育・研究等を

主とする大学・学部を会員として組織されたものである。不開示部

分のうち文字起こし部分を除く部分は，学部長が同会議に出席して

作成した会議内容であり，各国立大学の検討中の情報や様々な意見

等が記載されている。当該情報が公になった場合，今後，同会議に

おいて，出席者は具体的な発言をちゅうちょし，適切な発言をする

ことができなくなるので，同会議の業務が停滞し，新潟大学を含め

た各国立大学における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから，法５条４号柱書きに該当する。 

なお，第１２０回特定学部教授会資料中の「平成２９年度特定協会

北陸地区会学長・副学長・学部長・学部教員合同会議」部分は，原

処分において，法５条３号に該当するとし，理由説明書において同

条４号に該当するとしている。 

不開示部分のうち文字起こし部分は，公にすることにより，率直な

意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害す

るおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当す

る。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，①特定協会北陸地区評議員会及び同北陸地区会にお

ける各大学の意見等部分及び②文字起こし中の同会議出席者の氏名

等及び他大学の状況部分であることが認められる。 

（イ）上記①は，各大学の検討中の情報や様々な意見等であると認めら

れるので，これらを公にすると，今後，上記会議において，出席者

の発言が制約されるなど，上記会議の業務が停滞し，新潟大学を含

めた各国立大学における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，上記①は法５条４号柱書きに該当し，同条３号及び

４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

（ウ）上記②のうち上記会議出席者の氏名等は，新潟大学特定学部長と
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ともに上記会議に出席した新潟大学の教員の氏名等にすぎないので，

公にすることにより，率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわ

れるおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学

の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

   したがって，当該部分は法５条３号並びに４号柱書き及びトのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

（エ）上記②のうち他大学の状況部分について 

ａ 当該部分は，原処分及び理由説明書において，法５条３号及び

４号トに該当するとして不開示とされているところ，諮問庁は，

補充理由説明書において，当該部分の不開示理由等について，以

下のとおり説明する。 

      当該部分は，他大学との協力関係により取り寄せた当該大学の

検討中の内部情報であり，これを公にした場合，今後同様の検討

を行う際に，他大学からの協力を得ることが困難となり，教授会

業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので法５条４号柱

書きを追加する。 

ｂ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

当該部分は，他大学の検討中の内部情報であることが認められ，

当該部分を公にした場合，今後同様の検討を行う際に，他大学

からの協力を得ることが困難となり，教授会業務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

    したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，同条３号

及び４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

（１０）不開示部分１０について 

ア 当該部分は，平成３０年度非常勤講師任用計画に係る情報のうち任

用予定者の氏名，担当授業科目名，担当時間数及び前任者の状況であ

ることが認められる。 

イ 原処分において，任用予定者の氏名及び前任者の状況部分は，法５

条１号に該当するとし，担当授業科目名及び担当時間数部分は，同条

４号に該当するとして不開示とされており，担当授業科目名部分は，

理由説明書において，同条３号及び４号トに該当するとして不開示と

されている。さらに，諮問庁は，不開示部分１０について，補充理由

説明書において，以下のとおり説明する。 

   当該部分は，非常勤講師任用計画上の任用予定者の氏名，任用され

た際の担当授業科目名，担当時間数及び前任者の状況に係る情報で

あり，これらが公になると，非常勤講師任用計画確定前の情報が公

となり，関係者の誤解や憶測が生じ，新潟大学における率直な意見
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の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるので，

法５条３号を追加する。 

ウ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

当該部分は，非常勤講師任用計画上の情報であると認められるので，

これらが公になると，関係者の誤解や憶測が生じ，新潟大学におけ

る率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

があるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，当該部分は法５条３号に該当し，同条１号，４号及び

同号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

（１１）不開示部分１１について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

    当該部分は，文部科学省コアカリキュラムの在り方に関する検討会

に出席した教員が作成した同検討会の傍聴記録である。     

   当該傍聴記録は，作成者の主観的なコメントが随所に記載されてお

り，現在，新潟大学において特定学部特定課程Ａのカリキュラム改

正を検討中であるので，これを公にした場合，今後の特定学部カリ

キュラム改正に係る文部科学省との打合せや新潟大学内における改

正作業に影響を及ぼす可能性があり，カリキュラム改正に係る業務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

    なお，コアカリキュラムとは，文部科学省が全国全ての大学の教職

課程で共通的に修得すべき資質能力を示すために作成するものである。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，文部科学省コアカリキュラムの在り方に関する検討

会の傍聴記録であることが認められる。また，作成者の主観的なコ

メントが随所に記載されていることも認められる。 

（イ）当該部分は，現在，特定学部特定課程Ａのカリキュラム改正を検

討中であるとの上記諮問庁の説明も踏まえると，当該傍聴記録が公

になると，今後の特定学部カリキュラム改正に係る文部科学省との

打合せや新潟大学内における改正作業に影響を及ぼす可能性があり，

カリキュラム改正に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

   したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

（１２）不開示部分１２について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由
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等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

当該部分は，新潟大学１年生を対象とした平成２９年度新潟大学Ｔ

ＯＥＩＣＩＰテストの成績の分布に係る情報であり，当該部分を公

にした場合，学部ごとの平均点及び単位認定基準に達した学生の人

数・割合等が明らかとなり，当該成績のみをもって新潟大学学生へ

の先入観を持たれることにより，今後の学生の就職活動等に影響を

及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支援業務等の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きに該当する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，新潟大学１年生を対象とした平成２９年度新潟大学

ＴＯＥＩＣＩＰテストの成績の分布に係る情報のうち平均点，リス

ニング・リーディング別平均点，特定点以上の人数・割合等である

ことが認められる。 

（イ）当該部分のうち下記（ウ）を除く部分は，上記テストの詳細な成

績結果等の記載が認められるので，当該部分を公にした場合，学部

ごとの平均点及び単位認定基準に達した学生の人数・割合等が明ら

かとなり，当該成績のみをもって新潟大学学生への先入観を持たれ

ることにより，今後の学生の就職活動等に影響を及ぼす可能性があ

り，新潟大学の就職支援業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

（ウ）しかしながら，各項目の名称部分，学部欄，入学者数欄，受験申

込者数欄，受験者数欄，下側の表の各項目の名称部分並びに下から

２行目及び１行目の不開示部分は，各項目の名称，公表されている

情報，ＴＯＥＩＣＩＰテストの受験の申込者数及び受験者数等にす

ぎないことから，当該部分を公にしても，当該成績のみをもって新

潟大学学生への先入観を持たれることにより，今後の学生の就職活

動等に影響を及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支援業務等の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

   したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべ

きである。 

（１３）不開示部分１３について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

当該部分は，全国の国立大学特定学部の中で，規模や組織が類似し
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ている１３国立大学の学部長による会議に係る情報のうち学部長及

び事務長が同会議に出席して作成した会議の内容であり，各国立大

学の検討中の情報や様々な意見等が記載されている。当該情報が公

になった場合，今後，同会議において，出席者は具体的な発言をち

ゅうちょし，適切な発言をすることができなくなるので，同会議の

業務が停滞し，新潟大学を含めた各国立大学における業務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，１３大学特定分野系学部長・事務長会議における各

大学の意見等部分であることが認められる。 

（イ）当該部分は，各大学の検討中の情報や様々な意見等であると認め

られるので，これらを公にすると，今後，上記会議において，出席

者の発言が制約されるなど，上記会議の業務が停滞し，新潟大学を

含めた各国立大学における業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

（１４）不開示部分１４について 

ア 当該部分は，平成３０年度研究専念期間（特定学部サバティカル

研修）申請者に係る情報であり，①特定学部教授会資料中の教員の

氏名，職名，講座等名，研究題目及び申請期間等並びに②文字起こ

し中の当該情報の説明部分（選考対象の教員の氏名等部分）及び当

該情報の説明者の氏名等部分であることが認められる。 

イ 上記①について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

当該部分は，平成３０年度研究専念期間（特定学部サバティカル

研修）申請者に係る情報のうち教員の氏名，職名，講座等名，研究

題目及び申請期間等である。特定学部サバティカル研修とは，特定

学部内で一定期間，教育と管理運営の業務を免除し，研究活動への

専念を保障することにより教育研究の活性化を図ることを目的とし

たものである。 

当該部分は，公表慣行もなく，法５条１号ただし書ロ及びハに該

当する事情もないので，同号に該当する。 

（イ）上記①は，教員の氏名とともに記載されていることから，一体と

して当該教員に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当すると
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認められ，また，同号ただし書イないしハに該当する事情は認めら

れない。 

次に，法６条２項による部分開示の検討を行うと，教員の氏名及

び職名は，個人識別部分であるから部分開示の余地はなく，その余

の部分である講座等名，研究題目及び申請期間等は，上記①は，教

員のサバティカル研修の申請に係る情報であることから，当該教員

の知人や学内関係者等一定範囲の者には，当該教員の特定が可能と

なることは否定し難く，当該情報を公にすることにより，当該教員

のサバティカル研修に係る選考中の情報が明らかとなって，当該教

員の権利利益を害するおそれがないとは認められないので，部分開

示できない。 

したがって，上記①は法５条１号に該当し，同条４号について判

断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ウ 上記②のうち当該情報の説明部分（選考対象の教員の氏名等部分）

について 

（ア）当該部分は，原処分において，法５条３号に該当するとして不開

示とされているところ，諮問庁は，補充理由説明書において，当該

部分の不開示理由等について，以下のとおり説明する。 

当該部分は，選考対象の教員の氏名等であり，個人に関する情報

であって，法５条１号ただし書イないしハに掲げる情報にも該当し

ないので，同号の不開示理由を追加する。 

（イ）当該部分は，選考対象の教員の氏名等であり，法５条１号本文前

段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別するこ

とができるものに該当すると認められ，同号ただし書イないしハに

該当する事情は認められない。また，当該部分は，個人識別部分で

あり，法６条２項による部分開示の余地もない。 

   したがって，当該部分は法５条１号に該当し，同条３号及び４号

トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

エ 上記②のうち当該情報の説明者の氏名等部分について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率直

な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害

するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当

する旨説明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要，議事次

第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様の

理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当
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せず，開示すべきである。 

（１５）不開示部分１５について 

ア 当該部分は，特定学部関係行事予定表に係る情報であり，特定学部

教授会資料中の①学生の次年度の配属手続日に係る情報，②大学院学

位論文審査等の日時に係る情報，③入学試験の合否判定等の日時に係

る情報，④３月の学部行事等欄の下から１４段目の枠内の下側の部分

並びに文字起こし中の⑤司会者，当該情報の説明者の氏名等であるこ

とが認められる。 

イ 上記①について 

上記①は，学生の次年度の配属希望調書の提出締切日及び教務担当

と各専修との調書の受渡日にすぎないので，公にすることにより，

不当な誤解を生じさせるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益

を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記①は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）上記②は，原処分及び理由説明書において，法５条３号及び４号

トに該当するとして不開示とされているところ，諮問庁は，補充理

由説明書において，当該部分の不開示理由等について，以下のとお

り説明する。 

    当該部分は，大学院学位論文審査及び卒業・修了判定等の日時に

係る情報であり，当該部分を公にした場合，学生の不正行為等を容

易にすることが可能となり，大学院学位論文審査及び卒業・修了判

定等に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので，法

５条４号柱書きを追加する。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

上記②は，大学院学位論文審査及び卒業・修了判定等の日時に係

る機微な情報であると認められ，当該部分を公にした場合，学生の

不正行為等を容易にすることが可能となり，大学院学位論文審査及

び卒業・修了判定等に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとする諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当し，同条３号及び

４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

エ 上記③のうち下記オを除く部分について 

（ア）当該部分は，原処分及び理由説明書において，法５条３号及び４

号トに該当するとして不開示とされているところ，諮問庁は，補充

理由説明書において，当該部分の不開示理由等について，以下のと
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おり説明する。 

当該部分は，入学試験の合否判定等の日時に係る情報であり，公

にした場合，学生の不正行為や妨害行為等が生じることとなり，適

正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがあるので，法５条４号

ハを追加する。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

当該部分は，入学試験の合否判定等の日時に係る機微な情報であ

ると認められ，公にした場合，学生の不正行為や妨害行為等が生じ

ることとなり，適正な入学試験の実施に支障を及ぼすおそれがある

とする諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，当該部分は法５条４号ハに該当し，同条３号及び４

号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

オ 上記③のうち４月の学部行事等欄部分について 

当該部分は，既に開示されている部分から推認できる情報であるの

で，公にすることにより，不当な誤解を生じさせるおそれ又は新潟

大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条３号並びに４号ハ及びトのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

カ 上記④について 

上記④には，審議に係る行事内容の記載は認められないことから，

公にすることにより，不当な誤解を生じさせるおそれ，適正な入学

試験の実施に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利

益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記④は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

キ 上記⑤について 

上記⑤は，司会者及び特定学部関係行事予定表の説明者の氏名等部

分であり，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の

不開示理由等について，改めて確認させたところ，公にすることに

より，率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当

な利益を害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及

びトに該当する旨説明する。 

しかしながら，上記⑤は，既に開示されている議事概要，議事次第

等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様の理

由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

（１６）不開示部分１６について 
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ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

     当該部分のうち文字起こし中の当該情報の説明部分を除く部分は，

平成２９年１１月１日現在の学校区分別の教員採用試験の受験者数，

合格者数，受験率，合格率及び文字起こし中の当該情報の説明等部

分並びに平成２５年度ないし平成３０年度の学校区分別の教員採用

試験受験に係る一次合格者，最終合格者及び採用者等の内訳部分で

ある。 

これらは，教員採用試験に係る公となっていない詳細な情報である

ので，これらを公にした場合，当該受験結果のみをもって新潟大学

学生への先入観を持たれることにより，今後の学生の就職活動等に

影響を及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支援業務等の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きに該当する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

   （ア）当該部分は，教員採用検査受験報告等に係る情報であり，特定学

部教授会資料中の①平成２９年１１月１日現在の学校区分別の教員

採用試験の受験者数，合格者数，受験率及び合格率，②平成２５年

度ないし平成３０年度の学校区分別の教員採用試験受験に係る一次

合格者，最終合格者及び採用者等の内訳並びに文字起こし中の③当

該情報の説明部分並びに司会者及び当該情報の説明者の氏名等部分

であることが認められる。 

（イ）上記①及び②について 

上記①及び②は，教員採用試験結果に係る詳細な情報であると認

められることから，これらを公にした場合，当該受験結果のみをも

って新潟大学学生への先入観を持たれることにより，今後の学生の

就職活動等に影響を及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支援業務

等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は

否定し難い。 

したがって，上記①及び②は法５条４号柱書きに該当し，同条３

号及び４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

（ウ）上記③のうち当該情報の説明部分について 

ａ 当該部分は，原処分及び理由説明書において，法５条３号及び

４号トに該当するとして不開示とされているところ，諮問庁は，

補充理由説明書において，当該部分の不開示理由等について，以

下のとおり説明する。 

     当該部分は，教員採用試験に係る公となっていない詳細な情報
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であるので，これらを公にした場合，当該受験結果のみをもっ

て新潟大学学生への先入観を持たれることにより，今後の学生

の就職活動等に影響を及ぼす可能性があり，新潟大学の就職支

援業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４

号柱書きを追加する。 

ｂ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

当該部分は，教員採用試験結果に係る詳細な情報であると認め

られることから，上記（イ）と同様の理由により，法５条４号

柱書きに該当し，同条３号及び４号トについて判断するまでも

なく，不開示としたことは妥当である。 

（エ）上記③のうち司会者及び当該情報の説明者の氏名等部分について 

当該部分は，司会者及び教員採用検査受験報告等の説明者の氏名

等部分であり，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部

分の不開示理由等について，改めて確認させたところ，公にするこ

とにより，率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正

当な利益を害するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き

及びトに該当する旨説明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要，議事

次第等から推認できる情報であるので，上記（１）ウ（ウ）と同様

の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

（１７）不開示部分１７について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明

する。 

当該部分は，特定学部内における特定職Ｃ免許状取得のための教育

課程の計画・立案・運営及び履修を円滑にするための特定職Ｃ免許

状教育課程運営委員会に係る情報のうちカリキュラムの検討部分で

ある。 

当該部分のうち文字起こし部分を除く部分は，公にした場合，関係

者の誤解や憶測を招き，上記委員会や特定学部教授会における率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

があるので，法５条３号及び４号トに該当し，文字起こし部分は，

上記説明に加え，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるの

で，同号柱書きにも該当する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

（ア）当該部分は，特定職Ｃ免許状教育課程運営委員会に係る情報であ
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り，①特定学部教授会資料中の検討中の科目名部分及び②文字起こ

し中の司会者，当該情報の説明者及び業務連絡を発言した者の氏名

等部分であることが認められる。 

（イ）上記①について 

上記①は，文字起こし中の既に開示されている部分等から推認で

きる情報であると認められるので，公にすることにより，関係者の

誤解を招き，上記委員会や特定学部教授会における率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大

学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記①は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

（ウ）上記②について 

上記②は，既に開示されている議事概要及び議事次第等から推認

できる情報であると認められるので，公にすることにより，関係者

の誤解を招き，上記委員会や特定学部教授会における率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利

益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記②は法５条３号並びに４号柱書き及びトのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

（１８）不開示部分１８について 

ア 当該部分は，特定学部教育研究集録（仮称）原稿募集の案内のうち

担当者のメールアドレス部分であることが認められる。  

イ そこで，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不

開示理由等について，改めて確認させたところ，当該部分を公にした

場合，特定学部教育研究集録作成に係る業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるので，法５条４号柱書きに該当するとのことである。 

しかしながら，当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該メ

ールアドレスの公表の有無について，改めて確認させたところ，当

該メールアドレスは公表されているとのことであるので，当該部分

は，公にすることにより，当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

（１９）不開示部分１９について 

ア 当該部分は，文字起こし中の新潟大学特定学部教育諮問会議規程の

制定に係る情報のうち①他大学の情報及び②当該情報の説明者の氏名

等であることが認められる。 
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イ 上記①について 

上記①は，新潟大学特定学部教育諮問会議規程案を作成するに当た

って，参考とした他大学名であり，当審査会事務局職員をして，諮

問庁に対し，参考とした同規程の当該大学における公表の有無につ

いて，確認させたところ，当該規程は，当該大学のウェブサイトに

おいて公表されているとのことである。 

そうすると，上記①は，公表されている情報から推認できる情報で

あるので，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正当

な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記①は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

ウ 上記②について 

上記②は，既に開示されている議事概要及び議事次第等から推認で

きる情報であると認められるので，上記（１）ウ（ウ）と同様の理

由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

（２０）不開示部分２０について 

ア 当該部分は，文字起こし中の教授会資料の電子化に係る情報のうち

①当該情報の説明者の氏名等，②当該情報に対する意見を発言した者

の氏名等，③発言中の事務職員の氏名等，④発言中の教員の氏名等及

び⑤ペーパーレス化の実施学部名部分であることが認められる。 

イ 上記①及び③について 

上記①及び③は，教授会資料の電子化に係る情報の説明者及び発言

中の事務職員の氏名等であり，当審査会事務局職員をして，諮問庁

に対し，当該部分の不開示理由等について，改めて確認させたとこ

ろ，公にすることにより，率直な意見交換や意思決定の中立性が損

なわれるおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟

大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるので，法５条３号

並びに４号柱書き及びトに該当する旨説明する。 

しかしながら，上記①は，既に開示されている議事概要及び議事次

第等から推認できる情報であり，上記③は，教授会資料の電子化の

ためのシステム担当者の氏名等にすぎないと認められるので，上記

①及び③は，公にすることにより，率直な意見交換や意思決定の中

立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認め

られない。 

したがって，上記①及び③は法５条３号並びに４号柱書き及びトの
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いずれにも該当せず，開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

上記②は，教授会資料の電子化に係る情報に対する主観的な意見

を発言した者の氏名等であり，当該部分が公になった場合，当該発

言内容が既に開示されていることから，主観的な意見を発言した者

の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由な発言が制約

され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

上記②は，教授会資料の電子化に係る情報に対する主観的な意見

を発言した者の氏名等であると認められるところ，当該発言内容は

既に開示されていることが認められる。 

そうすると，当該部分が公になった場合，主観的な意見を発言し

た者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由な発言が

制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当し，同条３号及び

４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

エ 上記④について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

当該部分は，教授会構成員の主観的な発言部分に紐付けられた教

員の氏名等であるので，これを公にした場合，教授会構成員の自由

な意見が制約され，教授会業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

   上記④は，主観的な発言部分に紐付けられた教員の氏名等である

と認められるところ，当該発言内容は当該氏名等部分を除き既に開

示されていることが認められる。 

そうすると，上記④は，上記ウ（イ）と同様の理由により，法５

条４号柱書きに該当し，同条３号及び４号トについて判断するまで

もなく，不開示としたことは妥当である。 

オ 上記⑤について 

上記⑤は，ペーパーレス化を実施した学部名にすぎないので，公に
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することにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害する

おそれがあるとは認められない。 

したがって，上記⑤は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

（２１）不開示部分２１について 

ア 当該部分は，文字起こし中の文部科学省セミナーに係る情報のうち

セミナー講師の所属名であることが認められる。 

イ 当該部分は，既に開示されている特定学部教授会資料から推認でき

る情報であるので，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上の

正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 

（２２）不開示部分２２について 

ア 当該部分は，文字起こし中の特定教育委員会に係る情報のうち①教

員支援員の派遣依頼を行った機関名及び②依頼内容部分であることが

認められる。 

イ 上記①について 

上記①は，既に開示されている特定学部教授会資料から推認できる

情報であるので，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は新潟大学の経営上

の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，上記①は法５条３号及び４号トのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）上記②は，原処分及び理由説明書において，法５条３号及び４号

トに該当するとして不開示とされているところ，諮問庁は，補充理

由説明書において，当該部分の不開示理由等について，以下のとお

り説明する。 

上記②は，特定教育委員会からの教員支援員（当該教育委員会所

属教諭の支援を行う非常勤の講師）の派遣依頼に係る機微な情報で

あり，当該部分を公にした場合，既に開示されている部分と照合す

ることにより，他に知られたくない内部事情を推測することが可能

となり，その結果，特定教育委員会との今後の協力関係に影響を及

ぼすこととなり，今後の教員支援員に係る業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあり，法５条４号柱書きの不開示理由を追加する。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 
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   上記②は，教員支援員の派遣依頼に係る詳細な情報であると認め

られるので，当該部分を公にした場合，既に開示されている部分と

照合することにより，他に知られたくない内部事情を推測すること

が可能となり，その結果，特定教育委員会との今後の協力関係に影

響を及ぼすこととなり，今後の教員支援員に係る業務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

   したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当し，同条３号及び

４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

（２３）不開示部分２３について 

ア 当該部分は，文字起こし中の平成３０年度学年別ガイダンス及び履

修指導日程に係る情報のうち①司会者及び当該情報の説明者の氏名等

並びに②当該情報に対する意見を発言した者の氏名等であることが認

められる。 

イ 上記①について 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率直

な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害

するおそれがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当

する旨説明する。 

しかしながら，上記①は，既に開示されている議事概要及び議事次

第等から推認できる情報であると認められるので，上記（１）ウ

（ウ）と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

ウ 上記②について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理

由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

上記②は，平成３０年度学年別ガイダンス及び履修指導日程に係

る情報に対する主観的な意見を発言した者の氏名等であり，当該部

分が公になった場合，当該発言内容が既に開示されていることから，

主観的な意見を発言した者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会

構成員の自由な発言が制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある。 

（イ）以下，上記諮問庁の説明も踏まえ，検討する。 

上記②は，平成３０年度学年別ガイダンス及び履修指導日程に係

る情報に対する主観的な意見を発言した者の氏名等であると認めら
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れるところ，当該発言内容は既に開示されていることが認められる。 

そうすると，当該部分が公になった場合，主観的な意見を発言し

た者の氏名等が明らかとなり，今後の教授会構成員の自由な発言が

制約され，教授会に係る業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとする諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，上記②は法５条４号柱書きに該当し，同条３号及び

４号トについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

（２４）不開示部分２４ないし不開示部分２６について 

ア 当該部分は，文字起こし中の平成３０年度特定コースＡ学生の主免

配属手続日程に係る情報，平成３０年度特定コースＢ特定専修の基礎

免の配属手続日程及び特定課程Ｂ学生の各コースへの配属手続日程に

係る情報並びに転課程等に関する申合せ事項に係る情報のうち司会者

及び説明者の氏名等部分であることが認められる。 

イ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率直な

意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するお

それがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当する旨説

明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要及び議事

次第等から推認できる情報であると認められるので，上記（１）ウ

（ウ）と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２５）不開示部分２７について 

ア 当該部分は，文字起こし中の教育実習委員会に係る情報のうち司会

者及び説明者の氏名等並びに発言中の教員の氏名等部分であることが

認められる。 

イ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率直な

意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するお

それがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当する旨説

明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要及び議事

次第等から推認できる情報であると認められるので，上記（１）ウ

（ウ）と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 



 

 57 

（２６）不開示部分２８ないし不開示部分３３について 

ア 当該部分は，文字起こし中の職場巡視における改善事項（平成２９

年１０月分），消防訓練，経費の節減，平成３０年度非常勤講師任用

計画，平成２９年度附属特別支援学校特別支援教育研究会並びに学部

紀要に係る情報のうち司会者，当該情報の説明者及び発言中の教員の

氏名等部分であることが認められる。 

イ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該部分の不開示理由

等について，改めて確認させたところ，公にすることにより，率直な

意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ，事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ又は新潟大学の経営上の正当な利益を害するお

それがあるので，法５条３号並びに４号柱書き及びトに該当する旨説

明する。 

しかしながら，当該部分は，既に開示されている議事概要及び議事

次第等から推認できる情報であると認められるので，上記（１）ウ

（ウ）と同様の理由により，法５条３号並びに４号柱書き及びトの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，法７条に基づき裁量的開示をすべきであると主張するが，

上記３において不開示とすべきと判断した各不開示部分を公にすることに，

公益上特に必要性があるとすべき事情は認められないため，同条による裁

量的開示を行わなかった処分庁の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは

認められない。 

また，審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記

判断を左右するものではない。 

５ 付言 

（１）本件においては，上記２（１）のとおり，原処分に係る開示決定通

知書において，平成２９年１１月分の特定学部教授会の音声記録のう

ち音声データを記載漏れにより明示せず，結果的に，平成２９年１１

月分の特定学部教授会の音声記録のうち音声データを特定していない

ことが認められた。 

   これは，原処分において慎重さに欠ける不適切な対応であったとい

わざるを得ず，諮問庁は，当該記載漏れについては理由説明書で記載

しているものの，今後，開示決定等に当たっては，同様の事態が生じ

ないよう，正確かつ慎重な対応が強く望まれる。 

（２）また，本件では，上記２（１）のとおり，原処分に係る開示決定通

知書において，平成２９年４月から１０月までの特定学部教授会の音

声記録を明示していないことが認められた。 

当該音声記録は，結果的に，上記２（４）のとおり，その保有は認
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められないものの，当該音声記録は，審査請求人が法人文書開示請求

書において具体的に明示しているものであり，当該通知書の記載は，

理由提示の趣旨に照らし，不適切なものといわざるを得ない。諮問庁

は，今後の開示決定等に当たっては，正確かつ慎重な対応が望まれる。 

（３）さらに，本件では，上記（１）及び（２）の不適切な対応だけでな

く，諮問庁が補充理由説明書の（１）において説明するとおり，原処

分に係る開示決定通知書及び理由説明書の不開示部分の記載には，開

示実施文書で開示されていて不開示部分には該当しないとされた部分

を記載するなど，誤った記載が多く認められ，諮問に当たっても，そ

の誤った不開示部分の記載を前提として不開示理由を説明しているこ

とが認められた。 

このような諮問庁の当該開示決定通知書及び理由説明書の誤った記

載については，甚だ慎重さに欠ける不適切な対応であったと言わざる

を得ず，当審査会の審議に支障を生じさせ，「簡易迅速な手続」によ

る処理の妨げとなるものである。 

諮問庁においては，今後の開示決定及び審査請求への対応に当たっ

ては，同様の不適切な事態が生じないよう，正確かつ慎重な対応が強

く望まれる。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特

定し，その一部を法５条１号，３号，４号及び同号ヘに該当するとして

不開示とした決定について，諮問庁が不開示とされた部分は同条１号，

３号，４号並びに同号柱書き，ハ，ヘ及びトに該当することから不開示

とすべきとしていることについては，別表の４欄に掲げる部分を除く部

分は，同条１号，３号並びに４号柱書き，ハ，ヘ及びトに該当すると認

められるので，不開示としたことは妥当であるが，別表の４欄に掲げる

部分は，同条１号，３号並びに４号柱書き，ハ及びトのいずれにも該当

せず，開示すべきであり，新潟大学において，本件対象文書の外に開示

請求の対象として特定すべき文書として平成２９年１１月分の特定学部

教授会の音声記録のうち音声データを保有していると認められるので，

これを対象として，改めて開示決定等をすべきであると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別表 

 

１ 

不開示部分 

 

２ 

諮問庁が不開示とする

理由（理由説明書） 

３ 

不開示理由

（法５条） 

４ 

開示すべき

部分 

不

開

示

部

分

１ 

個人に係る情報（法５

条１号本文前段情報） 

①平成２９年度卒業研

究の履修資格判定に係

る情報 

②学生の休学及び退学

等に係る情報 

③平成２９年度特定課

程Ａ（特定コースＡ）

２年次学生配属決定名

簿（一部変更）に係る

情報 

④研究生（外国人留学

生）の受入れ等に係る

情報 

⑤大学間交流協定に基

づく交換留学派遣学生

の単位認定に係る情報 

⑥学業成績優秀者推薦

書に係る情報  

⑦特定学部１年生ない

し４年生に係る情報 

⑧大学間交流協定に基

づく学生の留学に係る

情報 

⑨平成２９年度９月卒

業に係る情報 

⑩平成２９年度科目等

履修生の受入れ等に係

る情報 

⑪研究生（外国人留学

生）の退学に係る情報 

① 

学生の在籍番号及び氏

名は，個人を識別する

ことのできる情報であ

り，学生の，所属，不

足単位数，修得単位

数，在籍情報は，他者

に知られると本人に不

利益となる情報であっ

て，在籍番号及び氏名

を不開示にしても，記

載された学生数が少人

数であるため，通常入

手しうる情報によって

個人を識別できないと

しても，一部の者には

個人を特定されること

が可能であるので，

「特定の個人を識別す

ることはできないが，

公にすることにより，

なお個人の権利利益を

害するおそれがあるも

の（法５条１号）」に

該当する。 

② 

（３３頁，２４９頁，

５２３頁，５２４頁，

６４１頁及び７３５

頁） 

学生の在籍番号及び氏

名は，人を識別するこ

１号 

②④⑤⑦の

文字起こし

部 分 は ３

号，理由説

明書におい

て４号トを

追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち②

の司会者・

当該情報の

説明者の氏

名等部分，

④，⑤及び

⑦は理由説

明書におい

て４号も追

加 

② 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の９

枚目の下か

ら（頁番号

部 分 を 除

く。以下同

じ。）６行

目，２行目

及 び １ 行

目，１０枚

目の上から

１行目及び

２行目の不

開示部分） 

④ 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の５

枚目の上か

ら５行目の

不 開 示 部

分） 

⑤ 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の４

枚目の下か
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⑫新潟大学院特定大学

院の学びの特色に係る

情報 

とのできる情報であ

り，学生学年，課程，

指導教員，休学期間等

及び事由は，他者に知

られると本人に不利益

となる情報であって，

在籍番号及び氏名を不

開示にしても，記載さ

れた学生数が少人数で

あるため，通常入手し

うる情報によって個人

を識別できないとして

も，一部の者には個人

を特定されることが可

能であるので，「特定

の個人を識別すること

はできないが，公にす

ることにより，なお個

人の権利利益を害する

おそれがあるもの（法

５条１号）」に該当す

る。 

② 

（７８５頁及び７８６

頁） 

学生異動の内容を開示

することは，率直な意

見交換や意思決定の中

立性が損なわれるおそ

れがあるため。法５条

３号に該当することか

ら，不開示とする。 

③ 

学生の在籍番号及び氏

名は，個人を識別する

ことのできる情報であ

り取得希望免許状の種

ら４行目，

５枚目の上

から１行目

及び２行目

の不開示部

分） 

⑦ 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の１

０枚目の上

か ら ３ 行

目 ， ６ 行

目 ， ７ 行

目，１３行

目及び１７

行目の不開

示部分） 
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類は，他者に知られる

と本人に不利益となる

情報であって，在籍番

号及び氏名を不開示に

しても，記載された学

生数が少人数であるた

め，通常入手しうる情

報によって個人を識別

できないとしても，一

部の者には個人を特定

されることが可能であ

るので，「特定の個人

を識別することはでき

ないが，公にすること

により，なお個人の権

利利益を害するおそれ

があるもの（法５条１

号）」に該当する。 

④ 

（１７３頁及び６９５

頁） 

学生の氏名は，個人を

識別することのできる

情報であり，学生の生

年月日，性別，国籍，

最終学歴，研究期間，

研究題目，指導教員及

び備考欄は，他者に知

られると本人に不利益

となる情報であって，

氏名を不開示にして

も，記載された学生数

が少人数であるため，

通常入手しうる情報に

よって個人を識別でき

ないとしても，一部の

者には個人を特定され
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ることが可能であるの

で，「特定の個人を識

別することはできない

が，公にすることによ

り，なお個人の権利利

益を害するおそれがあ

る も の （ 法 ５ 条 １

号）」に該当する。 

④ 

（４０３頁及び４０５

頁） 

学生の氏名は，人を識

別することのできる情

報であり，生年月日，

性別，国籍，学歴，在

学期間，受入身分及び

指導教員は，他者に知

られると本人に不利益

となる情報であって，

在籍番号及び氏名を不

開示にしても，記載さ

れた学生数が少人数で

あるため，通常入手し

うる情報によって個人

を識別できないとして

も，一部の者には個人

を特定されることが可

能であるので，「特定

の個人を識別すること

はできないが，公にす

ることにより，なお個

人の権利利益を害する

おそれがあるもの（法

５条１号）」に該当す

る。 

④ 

（７８１頁） 
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発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑤ 

（１７５頁，１７６頁

及び６９３頁） 

学生の在籍番号及び氏

名は，個人を識別する

ことのできる情報であ

り，学生の課程，学

年，留学先大学，留学

先大学での履修科目並

びに認定単位，期間，

本学での認定授業科目

並びに認定単位は，他

者に知られると本人に

不利益となる情報であ

って，在籍番号及び氏

名を不開示にしても，

記載された学生数が少

人数であるため，通常

入手しうる情報によっ

て個人を識別できない

としても，一部の者に

は個人を特定されるこ

とが可能であるので，

「特定の個人を識別す

ることはできないが，

公にすることにより，

なお個人の権利利益を

害するおそれがあるも

の（法５条１号）」に

該当する。 
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⑤ 

（７８０頁及び７８１

頁） 

他機関の情報を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑥ 

在籍番号及び氏名は個

人を識別することので

きる情報であり，前年

度修得単位数及び前年

度におけるＧＰＡ（原

文ママ）は，他者に知

られると本人に不利益

となる情報であって，

在籍番号及び氏名を不

開示にしても，記載さ

れた学生数が各学年と

も少人数であるため，

通常入手しうる情報に

よって個人を識別でき

ないとしても，一部の

者には個人を特定され

ることが可能であるの

で，「特定の個人を識

別することはできない

が，公にすることによ

り，なお個人の権利利

益を害するおそれがあ

る も の （ 法 ５ 条 １

号）」に該当する。 

⑦ 

（３７３頁ないし３７
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６頁及び７３７頁ない

し７４１頁） 

学生の在籍番号及び氏

名は，個人を識別する

ことのできる情報であ

り，学科，指導教員，

休学状況，在学状況，

単位取得状況は，他者

に知られると本人に不

利益となる情報であっ

て，在籍番号及び氏名

を不開示にしても，記

載された学生数が少人

数であるため，通常入

手しうる情報によって

個人を識別できないと

しても，一部の者には

個人を特定されること

が可能であるので，

「特定の個人を識別す

ることはできないが，

公にすることにより，

なお個人の権利利益を

害するおそれがあるも

の（法５条１号）」に

該当する。 

⑦ 

（７８６頁） 

セミナー講師を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑧ 

学生の学籍番号，氏名
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は，個人を識別するこ

とのできる情報であ

り，課程，学年，留学

期間，留学先大学名及

び身分及び指導教員

は，他者に知られると

本人に不利益となる情

報であって，在籍番号

及び氏名を不開示にし

ても，記載された学生

数が少人数であるた

め，通常入手しうる情

報によって個人を識別

できないとしても，一

部の者には個人を特定

されることが可能であ

るので，「特定の個人

を識別することはでき

ないが，公にすること

により，なお個人の権

利利益を害するおそれ

があるもの（法５条１

号）」に該当する。 

⑨ 

卒業判定対象者名簿及

び卒業判定基礎資料

は，個人に関する情報

であり，また，他の情

報と照合することによ

り特定の個人を識別す

ることができる情報で

あるため，法５条１号

に規定する特定の個人

を識別することができ

るものであり，同号た

だし書きイからハまで

に掲げる情報に該当し
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ないことから，不開示

とする。 

⑩ 

学生の氏名は，個人を

識別することのできる

情報であり，最終学

歴，履修科目等，在学

期間は，他者に知られ

ると本人に不利益とな

る情報であって，在籍

番号及び氏名を不開示

にしても，記載された

学生数が少人数である

ため，通常入手しうる

情報によって個人を識

別できないとしても，

一部の者には個人を特

定されることが可能で

あるので，「特定の個

人を識別することはで

きないが，公にするこ

とにより，なお個人の

権利利益を害するおそ

れがあるもの（法５条

１号）」に該当する。 

⑪ 

学生の在籍番号及び氏

名は，個人を識別する

ことのできる情報であ

り，退学年月日，事由

及び指導教員は，他者

に知られると本人に不

利益となる情報であっ

て，在籍番号及び氏名

を不開示にしても，記

載された学生数が少人

数であるため，通常入
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手しうる情報によって

個人を識別できないと

しても，一部の者には

個人を特定されること

が可能であるので，

「特定の個人を識別す

ることはできないが，

公にすることにより，

なお個人の権利利益を

害するおそれがあるも

の（法５条１号）」に

該当する。 

⑫ 

写真資料は，個人に関

する情報であり，ま

た，他の情報と照合す

ることにより特定の個

人を識別することがで

きる情報であるため，

法５条１号に規定する

特定の個人を識別する

ことができるものであ

り，同号ただし書きイ

からハまでに掲げる情

報に該当しないことか

ら，不開示とする。 

不

開

示

部

分

２ 

個人に係る情報（法５

条１号本文後段情報） 

①図書室カード番号に

係る情報 

②除籍該当予定者に係

る情報 

① 

図書室カード番号は，

他者に知られると不利

益となる情報であっ

て，通常入手しうる情

報によって個人を識別

できないとしても，一

部の者には個人を特定

されることが可能であ

るので，「特定の個人

を識別することはでき

１号 ① 

全て（４８

５頁及び４

８６頁の不

開示部分） 
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ないが，公にすること

により，なお個人の権

利利益を害するおそれ

があるもの（法５条１

号）」に該当する。 

② 

除籍該当予定者数は，

他者に知られると不利

益となる情報であっ

て，通常入手しうる情

報によって個人を識別

できないとしても，一

部の者には個人を特定

されることが可能であ

るので，「特定の個人

を識別することはでき

ないが，公にすること

により，なお個人の権

利利益を害するおそれ

があるもの（法５条１

号）」に該当する。 

不

開

示

部

分

３ 

入学試験関係に係る情

報 

①特定入試に係る情報 

②特定学部入学試験運

営委員会議事概要に係

る情報 

③新潟大学特定学部入

学試験実施に関する申

合せに係る情報 

④平成３０年度新潟大

学入学者選抜試験欠員

補充第２次募集の選抜

方法等（案）に係る情

報 

⑤平成３０年度特定学

部推薦入試志願状況に

① 

（１１頁） 

入試日程の事項及び内

容は，入学試験の適正

な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるため，法

５条４号その他当該事

務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに

該当することから，不

開示とする。 

① 

（７３３頁） 

事務事業の適正な遂行

４号 

①⑤の文字

起こし部分

は３号，理

由説明書に

おいて４号

トを追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち①

の司会者・

当該情報の

説明者の氏

名等部分及

び⑤の当該

情報の説明

① 

第１２０回

特定学部教

授会資料の

「平成３０

年度新潟大

学特定志願

者数」の男

女別志願者

数，志願倍

率，看護師

免許取得者

数及び出身

高等学校の

県内・県外

別人数等並
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係る情報 に支障を及ぼすおそれ

があるため。法５条４

号その他当該事務又は

事業の性質上，当該事

務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそ

れがあるものに該当す

ることから，不開示と

する。 

① 

（７８５頁） 

志願者数を開示するこ

とは，率直な意見交換

や意思決定の中立性が

損なわれるおそれがあ

るため。法５条３号に

該当することから，不

開示とする。 

② 

受験票発送日程及び委

員名が開示されると，

入学試験の公正な運営

に支障を及ぼすおそれ

があるため，法５条４

号により不開示とす

る。 

③ 

入学試験に関する情報

であり，当該情報が開

示されると，入学試験

の公正な運営に支障を

及ぼすおそれがあるた

め，法５条４号により

不開示とする。 

④ 

（６９１頁及び６９２

頁） 

者の氏名等

部分は理由

説明書にお

いて４号も

追加 

びに下側の

表の項目名

部分（７３

３頁の上側

の表の不開

示部分及び

下側の表の

上から１段

目の不開示

部分） 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の９

枚目の上か

ら１０行目

ないし１２

行目及び１

４行目の不

開示部分） 

④ 

文字起こし

中 の 司 会

者，当該情

報の説明者

及び業務連

絡を行った

者の氏名等

部分（文字

起こし部分

の４枚目の

上から６行

目 ， ７ 行

目，１４行

目，２１行

目及び２４

行目の不開
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欠員補充２次募集に関

する入学試験に関する

出願資格，出願期間及

び方法，選抜方法等，

合格発表日及び入学手

続期間については，公

表していない情報であ

り，当該情報が開示さ

れると，入学試験の公

正な運営に支障を及ぼ

すおそれがあるため，

法５条４号により不開

示とする。 

④ 

（７８０頁） 

入学試験に関する情報

であり，当該情報が開

示されると，入学試験

の公正な運営に支障を

及ぼすおそれがあるた

め，法５条４号により

不開示とする。 

⑤ 

（７３１頁） 

事務事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ

があるため。法５条４

号その他当該事務又は

事業の性質上，当該事

務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそ

れがあるものに該当す

ることから，不開示と

する。 

⑤ 

（７８５頁） 

志願者数を開示するこ

示部分） 

⑤ 

全て（７３

１頁並びに

文字起こし

部分の９枚

目の１０行

目ないし１

２行目及び

１４行目の

不 開 示 部

分） 
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とは，率直な意見交換

や意思決定の中立性が

損なわれるおそれがあ

るため。法５条３号に

該当することから，不

開示とする。 

不

開

示

部

分

４ 

特定分野における研究

倫理審査委員会に係る

情報 

①倫理委員会委員の氏

名等に係る情報 

②倫理委員会の実施日

時及び場所に係る情報 

③倫理委員会に出席し

たオブザーバー等の氏

名等に係る情報 

④陪席者の氏名等に係

る情報 

⑤倫理委員会議事概要

に係る情報 

⑥倫理委員会委員以外

の説明者の氏名等に係

る情報 

⑦審査に関わる書類一

覧，申請・審査の流れ

に係る資料及び申請書

様式等に係る情報 

⑧司会者，倫理委員会

に係る情報の説明者の

氏名等及び倫理委員会

の審議内容の説明部分

に係る情報 

 

（８１頁，８６頁及び

２８１頁） 

当該委員会委員名を開

示することは，委員会

の審議の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれが

あり，法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

（２６５頁，２６６

頁，２７５頁，３６９

頁，３７０頁，５５７

頁，５５８頁，６４７

頁，６４８頁及び７６

５頁） 

当該委員会委員名及び

審議内容を開示するこ

とは，委員会の審議の

適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあり，法

５条４号その他当該事

務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに

該当することから，不

開示とする。 

４号 

文字起こし

部分のうち

司会者の氏

名等部分は

３号，理由

説明書にお

いて４号ト

を追加 

 

② 

全て（８１

頁の下から

１２行目及

び １ ０ 行

目，８６頁

の上から５

行 目 の 左

側，２６５

頁の上から

３行目及び

４行目，２

８１頁の下

から４行目

の左側，３

６９頁の上

から３行目

及 び ４ 行

目，３７０

頁の上から

２行目及び

３行目，５

０２頁の下

から７行目

及 び ４ 行

目，５０７

頁の下から

１２行目，

５５７頁の

上から４行

目及び５行
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（３０１頁ないし３２

２頁及び４１９頁ない

し４３７頁） 

特定分野における倫理

審査に関する書類を公

にすることにより，委

員会の審査業務の適正

な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるため。法

５条４号その他当該事

務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに

該当することから，不

開示とする。 

（３９３頁，３９９

頁，５０２頁，５０７

頁，５９２頁，５９９

頁，６６５頁，６７８

頁及び７９２頁） 

当該委員会委員名を公

にすることにより，委

員会の審査業務の適正

な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるため。法

５条４号その他当該事

務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに

該当することから，不

開示とする。 

 

目，５５８

頁の上から

２行目及び

３行目，５

９２頁の下

から１０行

目及び７行

目，５９９

頁の下から

６行目の左

側，６４７

頁の上から

４行目及び

５行目，６

６５頁の下

か ら ３ 行

目，６７８

頁の上から

１３行目の

左側並びに

７６５頁の

上から３行

目及び４行

目の不開示

部分） 

④ 

全て（２６

５頁の上か

ら６行目，

３６９頁の

上から６行

目，３７０

頁の上から

５行目，５

５７頁の上

か ら ７ 行

目，５５８
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頁の上から

５行目，６

４７頁の上

から７行目

及び７６５

頁の上から

６行目の不

開示部分） 

⑥ 

全て（２８

１頁の下か

ら４行目の

右側の不開

示部分） 

⑦ 

全て（３０

１頁ないし

３２２頁及

び４１９頁

ないし４３

７頁の不開

示部分） 

⑧ 

司会者の氏

名 等 部 分

（文字起こ

し部分の１

６枚目の下

から８行目

の不開示部

分） 

不

開

示

部

分

５ 

人事選考に係る情報 

①教員定員の配置に係

る情報 

②教員選考の結果に係

る情報 

①② 

教員定員配置及び教員

選考結果を公にするこ

とは，人事管理に係る

事務に関し，公正かつ

円滑な人事の確保に支

４号ヘ  
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障をきたすおそれがあ

るため。法５条４号へ

に該当することから，

不開示とする。 

不

開

示

部

分

６ 

組織改組等に係る情報 

①平成３１年度大学院

抜本的改組検討ＷＧに

係る情報 

②現社研ＷＧに係る情

報 

③大学改革・大学評価

委員会教育組織改組検

討部会に係る情報 

④総合大学における教

員養成タスクフォース

に係る情報 

⑤新潟大学の大学院教

育改革についての基本

方針（案）に係る情報 

⑥大学改革・大学評価

委員会学系再編委員会

に係る情報 

⑦新潟県小学校教員採

用占有率（目標値と達

成値に係る情報）に係

る情報 

⑧拡大整備計画委員会

に係る情報 

⑨教職課程コアカリキ

ュラム（案）に係る情

報 

⑩入試制度改革に関す

る各学部の実情調査

（ヒアリング）に係る

情報 

⑪カリキュラム検討委

員会に係る情報 

① 

大学院改組に関する，

検討段階における不確

定な情報であり，公に

することで不当な誤解

を生じさせるおそれが

あるため。法５条３号

に該当することから，

不開示とする。 

② 

大学院現代社会文化研

究科改組に関する，検

討段階における不確定

な情報であり，公にす

ることで不当な誤解を

生じさせるおそれがあ

るため。法５条３号に

該当することから，不

開示とする。 

③④⑤⑥⑨ 

学部改組に関する情報

は，検討段階における

不確定な情報であり，

公にすることで不当な

誤解を生じさせるおそ

れがあるため。法５条

３号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑦ 

新潟県小学校教員採用

占有率(目標値と達成

値）を開示すること

は，率直な意見交換や

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち⑪

の司会者・

当該情報の

説明者の氏

名等部分及

び⑬の司会

者・当該情

報 の 説 明

者・当該情

報に対する

意見を発言

した者・発

言中の教員

の氏名等部

分は理由説

明書におい

て４号も追

加 

⑦ 

全て（３２

３頁ないし

３２５頁の

不 開 示 部

分） 

⑨ 

特定出版社

の記事部分

（３３１頁

の不開示部

分） 

⑩ 

⑩に係る資

料の上から

２行目ない

し１１行目

部分（５３

５頁の不開

示部分） 

⑪ 

文字起こし

部分の全て

（文字起こ

し部分の１

３枚目の下

から５行目

及び２行目

並びに１４

枚目の上か

ら１行目の

不 開 示 部

分） 
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⑫国立教員養成大学・

学部，大学院，附属学

校の改革に関する有識

者会議報告書に係る情

報 

⑬新潟大学特定研究科

特定専攻拡充案に係る

情報 

⑭他大学との連携に係

る情報 

 

意思決定の中立性が損

なわれるおそれがある

ため。法５条３号に該

当することから，不開

示とする。 

⑧ 

学部改組に関する情報

及び他機関の状況は，

検討段階における不確

定な情報であり，公に

することで不当な誤解

を生じさせるおそれが

あるため。法５条３号

に該当することから，

不開示とする。 

⑩ 

入試制度改革に関する

実情調査（ヒアリン

グ）に関する内容は，

検討段階における不確

定なものであり，公に

することで不当な誤解

を生じさせるおそれが

あるため。法５条３号

に該当することから，

不開示とする。 

⑪ 

（５６０頁ないし５６

４頁，７５７頁及び７

５８頁） 

特定学部における教育

カリキュラム体系に関

する情報は，検討段階

における不確定な情報

であり，公にすること

で不当な誤解を生じさ

せるおそれがあるた

⑫ 

国立教員養

成大学・学

部と文部科

学省の意見

交換日程表

（新潟大学

の日程を除

く ） 部 分

（６１８頁

の不開示部

分） 

文字起こし

中の文部科

学省との意

見交換に出

席した者の

職 名 部 分

（文字起こ

し部分の７

枚目の下か

ら１２行目

の不開示部

分） 

⑬ 

文字起こし

中 の 司 会

者・当該情

報 の 説 明

者・発言中

の教員の氏

名等及び単

位 数 部 分

（文字起こ

し部分の１

枚目の上か

ら１６行目
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め。法５条３号に該当

することから，不開示

とする。 

⑪ 

（７８９頁） 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑫ 

（６１８頁，６２０頁

ないし６２２頁，６２

４頁ないし６２８頁及

び６３２頁ないし６３

４頁） 

学部改組に関する情報

及び入試制度改革に関

する情報は，検討段階

における不確定な情報

であり，公にすること

で不当な誤解を生じさ

せるおそれがあるた

め。法５条３号に該当

することから，不開示

とする。 

⑫ 

（７００頁及び７０３

頁ないし７０６頁） 

学部改組に関する情報

は，検討段階における

不確定な情報であり，

公にすることで不当な

誤解を生じさせるおそ

れがあるため。法５条

及び１７行

目，２枚目

の上から２

行目，３行

目 ， ８ 行

目，２０行

目，３１行

目及び３２

行目，３枚

目の上から

１行目，５

行目，６行

目 ， ８ 行

目，１４行

目及び１６

行目の不開

示部分） 
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３号に該当することか

ら，不開示とする。 

⑫ 

（７８３頁） 

入試制度改革に関する

検討内容は，検討段階

における不確定な情報

であり，公にすること

で不当な誤解を生じさ

せるおそれがあるた

め。法５条３号に該当

することから，不開示

とする。 

⑬ 

（６８７頁及び６８８

頁） 

大学院改組に関する情

報は，検討段階におけ

る不確定な情報であ

り，公にすることで不

当な誤解を生じさせる

おそれがあるため。法

５条３号に該当するこ

とから，不開示とす

る。 

⑬ 

（７７７頁ないし７７

９頁） 

拡充内容及び他大学の

情報を開示すること

は，率直な意見交換や

意思決定の中立性が損

なわれるおそれがある

ため。法５条３号に該

当することから，不開

示とする。 

⑭ 
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他大学との連携協議会

に関する内容は，検討

段階における不確定な

ものであり，公にする

ことで不当な誤解を生

じさせるおそれがある

ため。法５条３号に該

当することから，不開

示とする。 

不

開

示

部

分

７ 

平成２９年度特定学部

特定演習日程表に係る

情報 

特定演習の成績に関す

る情報は，成績評価の

適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるた

め，法５条４号その他

当該事務又は事業の性

質上，当該事務又は事

業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある

ものに該当することか

ら，不開示とする。 

４号 会議の日程

部分（２５

３頁の上か

ら２２行目

の不開示部

分） 

不

開

示

部

分

８ 

全国国立大学法人特定

分野系学部長会議に係

る情報 

他機関の内部情報を公

開することは，事務事

業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある

ため。法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

４号  

不

開

示

部

分

９ 

特定協会北陸地区評議

員会及び同北陸地区会

に係る情報 

 

（３３９頁ないし３４

４頁及び７０９頁ない

し７１１頁） 

他機関の内部情報を公

開することは，事務事

業の適正な遂行に支障

４号 

第１２０回

特定学部教

授会資料中

の「平成２

９年度特定

文字起こし

中の特定協

会北陸地区

評議員会及

び同北陸地

区会出席者
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を及ぼすおそれがある

ため。法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

（７１４頁ないし７１

８頁及び７２０頁ない

し７２９頁） 

外部機関の会議資料を

公開することは，事務

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るため。法５条４号そ

の他当該事務又は事業

の性質上，当該事務又

は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれが

あるものに該当するこ

とから，不開示とす

る。 

（７８４頁） 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

協会北陸地

区会学長・

副学長・学

部長・学部

教員合同会

議 」 部 分

は，原処分

において３

号，理由説

明書におい

て４号及び

同号トを追

加 

文字起こし

部 分 は ３

号，理由説

明書におい

て４号トを

追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち他

大学の状況

部分は４号

柱書きも追

加 

 

の氏名等部

分（文字起

こし部分の

８枚目の下

から１５行

目及び１４

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

１

平成３０年度非常勤講

師任用計画に係る情報 

（任用予定者の氏名） 

法５条１号に規定する

特定の個人を識別する

ことができるものであ

り，同号ただし書きイ

からハまでに掲げる情

任用予定者

の氏名及び

前任者の状

況部分は１

号，補充理

由説明書に
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０ 報に該当しないことか

ら，不開示とする。 

（開設授業科目） 

開設授業科目は，検討

段階における不確定な

ものであり，公にする

ことで不当な誤解を生

じさせるおそれがある

ため。法５条３号に該

当することから，不開

示とする。 

 

おいて３号

を追加 

担当授業科

目名部分は 

４号，理由

説明書にお

いて３号及

び４号トを

追加 

担当時間数

部 分 は ４

号，補充理

由説明書に

おいて３号

を追加 

不

開

示

部

分

１

１ 

文部科学省コアカリキ

ュラムの在り方に関す

る検討会に係る情報 

 

他機関の内部情報を公

開することは，事務事

業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある

ため。法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

４号  

不

開

示

部

分

１

２ 

平成２９年度新潟大学

ＴＯＥＩＣＩＰテスト

結果に係る情報 

ＴＯＥＩＣＩＰテスト

結果は部外秘とされて

いる情報であり，これ

を開示することは，事

務事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれが

あり，法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

４号 各項目の名

称部分，学

部欄，入学

者数欄，受

験申込者数

欄，受験者

数欄，下側

の表の各項

目の名称部

分並びに下

から２行目
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るものに該当すること

から，不開示とする。 

及び１行目

部分（５７

３頁の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

１

３ 

１３大学特定分野系学

部長・事務長会議に係

る情報 

他機関の内部情報を公

開することは，事務事

業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある

ため。法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

４号  

不

開

示

部

分

１

４ 

平成３０年度研究専念

期間（特定学部サバテ

ィカル研修）申請者に

係る情報 

（６８９頁） 

講座等名，職名，氏

名，研究題目，申請期

間及び採用年月を公に

することにより，当該

教員の研究活動等への

支障があるため。法５

条４号その他当該事務

又は事業の性質上，当

該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるものに該

当することから，不開

示とする。 

ただし，原処分では１

号を主張。 

（７７９頁） 

応募教員名を開示する

ことは，率直な意見交

換や意思決定の中立性

が損なわれるおそれが

あるため。法５条３号

１号 

理由説明書

において４

号を追加 

文字起こし

部 分 は ３

号，理由説

明書におい

て４号トを

追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち当

該情報の説

明者の氏名

等部分は，

理由説明書

において４

号も追加 

文字起こし

部分のうち

選考対象の

文字起こし

中の当該情

報の説明者

の氏名等部

分（文字起

こし部分の

３枚目の下

から９行目

の不開示部

分） 
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に該当することから，

不開示とする。 

教員の氏名

等部分は補

充理由説明

書において

１号を追加 

不

開

示

部

分

１

５ 

特定学部関係行事予定

表に係る情報 

（７４３頁ないし７４

６頁） 

検討段階における不確

定なものであり，公に

することで不当な誤解

を生じさせるおそれが

あるため。法５条３号

に該当することから，

不開示とする。 

（７８６頁） 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，文

字起こし部

分は，理由

説明書にお

いて４号も

追加 

教授会資料

のうち大学

院学位論文

審査等の日

時部分は補

充理由説明

書において

４号柱書き

を追加 

教授会資料

のうち入学

試験の合否

判定等の日

時部分は補

充理由説明

書において

４号ハを追

加 

学生の次年

度の配属手

続 日 部 分

（７４３頁

の上から１

１段目及び

２３段目の

全 て の 枠

内，７４４

頁の下から

１段目の枠

内並びに７

４５頁の上

から６段目

の全ての枠

内の不開示

部分） 

入学試験の

合否判定等

の日時部分

のうち４月

の学部行事

等 欄 部 分

（７４６頁

の不開示部

分） 

３月の学部

行事等欄の

下から１４

段目の枠内

の下側部分

（７４５頁
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の不開示部

分） 

文字起こし

中の司会者

及び当該情

報の説明者

の氏名等部

分（文字起

こし部分の

１０枚目の

下から１０

行目及び７

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

１

６ 

教員採用検査受験報告

等に係る情報 

 

（７５３頁ないし７５

５頁） 

検討段階における不確

定なものであり，公に

することで不当な誤解

を生じさせるおそれが

あるため。法５条３号

に該当することから，

不開示とする。 

教員採用試験受験状況

を開示することは，事

務事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれが

あり，法５条４号その

他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあ

るものに該当すること

から，不開示とする。 

（７８８頁及び７８９

頁） 

発言者の氏名を開示す

３号及び４

号 

理由説明書

において４

号トを追加 

文字起こし

部分は，３

号，理由説

明書におい

て４号トを

追加 

ただし，文

字起こし部

分のうち司

会者・当該

情報の説明

者の氏名等

部分は，理

由説明書に

おいて４号

も追加 

文字起こし

部分のうち

文字起こし

中の司会者

及び当該情

報の説明者

の氏名等部

分（文字起

こし部分の

１２枚目の

下から２行

目，１３枚

目の上から

２行目及び

４行目の不

開示部分） 
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ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

当該情報の

説 明 部 分

は，補充理

由説明書に

おいて４号

柱書きを追

加 

不

開

示

部

分

１

７ 

特定職Ｃ免許状教育課

程運営委員会に係る情

報 

 

（７６３頁） 

再課程認定の内容に関

する情報は，検討段階

における不確定な情報

であり，公にすること

で不当な誤解を生じさ

せるおそれがあるた

め。法５条３号に該当

することから，不開示

とする。 

（７９１頁及び７９２

頁） 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，文

字起こし部

分は，理由

説明書にお

いて４号も

追加 

全て（７６

３ 頁 の 全

て，文字起

こし部分の

１５枚目の

上から１９

行目，２２

行目，２４

行目，２６

行目，２８

行目，３１

行目及び３

３行目並び

に１６枚目

の上から６

行目，１０

行目及び１

８行目の不

開示部分） 

不

開

示

部

分

１

８ 

特定学部教育研究集録

（仮称）原稿募集の案

内に係る情報 

メールアドレスは個人

情報であり，事務事業

の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるた

め。法５条４号その他

当該事務又は事業の性

質上，当該事務又は事

業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある

ものに該当することか

ら，不開示とする。 

４号 全て（７７

５頁の不開

示部分） 
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不

開

示

部

分

１

９ 

新潟大学特定学部教育

諮問会議規程の制定に

係る情報 

他大学名を開示するこ

とは，率直な意見交換

や意思決定の中立性が

損なわれるおそれがあ

るため。法５条３号に

該当することから，不

開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，当

該情報の説

明者の氏名

等部分は，

理由説明書

において４

号も追加 

全て（文字

起こし部分

の１枚目の

上から３行

目及び４行

目の不開示

部分） 

不

開

示

部

分

２

０ 

教授会資料の電子化に

係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，当

該情報の説

明者・当該

情報に対す

る意見を発

言した者・

発言中の事

務職員・発

言中の教員

の氏名等部

分は，理由

説明書にお

いて４号も

追加 

文字起こし

中の当該情

報の説明者

及び発言中

の事務職員

の氏名等並

びにペーパ

ーレス化の

実施学部名

部分（文字

起こし部分

の５枚目の

下から８行

目，６枚目

の上から１

行目，５行

目，１０行

目及び１５

行目並びに

７枚目の上

から５行目

及び７行目

の不開示部

分） 

不

開

文部科学省セミナーに

係る情報 

セミナー講師を開示す

ることは，率直な意見

３号 

理由説明書

全て（文字

起こし部分
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示

部

分

２

１ 

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

において４

号トを追加 

 

の８枚目の

上から１９

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

２

２ 

特定教育委員会に係る

情報 

他機関の内部情報を開

示することは，率直な

意見交換や意思決定の

中立性が損なわれるお

それがあるため。法５

条３号に該当すること

から，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号トを追加 

ただし，依

頼内容部分

は補充理由

説明書にお

いて４号柱

書きを追加 

教員支援員

の派遣依頼

を行った機

関 名 部 分

（文字起こ

し部分の９

枚目の上か

ら１行目の

不 開 示 部

分） 

不

開

示

部

分

２

３ 

平成３０年度学年別ガ

イダンス及び履修指導

日程に係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

司会者及び

当該情報の

説明者の氏

名 等 部 分

（文字起こ

し部分の１

０枚目の下

から３行目

並びに１１

枚目の上か

ら２行目，

６行目，１

４行目，１

６行目及び

２５行目の

不 開 示 部

分） 

不

開

示

部

分

平成３０年度特定コー

スＡ学生の主免配属手

続日程に係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

全て（文字

起こし部分

の１２枚目

の上から２

行目及び６
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２

４ 

号に該当することか

ら，不開示とする。 

 行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

２

５ 

平成３０年度特定コー

スＢ特定専修の基礎免

の配属手続日程及び特

定課程Ｂ学生の各コー

スへの配属手続日程に

係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１２枚目

の上から１

０行目及び

１４行目の

不 開 示 部

分） 

不

開

示

部

分

２

６ 

転課程等に関する申合

せ事項に係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１２枚目

の下から１

０行目及び

６行目の不

開示部分） 

不

開

示

部

分

２

７ 

教育実習委員会に係る

情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１４枚目

の下から９

行目及び５

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

２

８ 

職場巡視における改善

事項（平成２９年１０

月分）に係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１７枚目

の上から４

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

２

消防訓練に係る情報に

係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１７枚目

の上から１

７行目の不

開示部分） 
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９ ら，不開示とする。 

不

開

示

部

分

３

０ 

経費の節減に係る情報 

 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１７枚目

の下から４

行目，１行

目並びに１

８枚目の上

から１行目

の不開示部

分） 

不

開

示

部

分

３

１ 

平成３０年度非常勤講

師任用計画に係る情報

（文字起こし部分）  

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１８枚目

の下から１

２行目，８

行目及び１

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

３

２ 

平成２９年度附属特別

支援学校特別支援教育

研究会に係る情報 

発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１９枚目

の上から２

行目の不開

示部分） 

不

開

示

部

分

３

３ 

学部紀要に係る情報 発言者の氏名を開示す

ることは，率直な意見

交換や意思決定の中立

性が損なわれるおそれ

があるため。法５条３

号に該当することか

ら，不開示とする。 

３号 

理由説明書

において４

号及び同号

トを追加 

 

全て（文字

起こし部分

の１９枚目

の上から７

行目，９行

目及び１７

行目の不開

示部分） 

以下，原処分に記載のない部分について，理由説明書にて説明する部分 

対象文書 不開示とする理由 
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文字起こし部分全体 （発言者氏名） 

発言者氏名を開示することで，教授会における自

由な発言・議論ができなくなる。法５条４号その

他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに

該当することから，不開示とする。（原処分には

記載なし） 

 


